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提出会社の状況 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 

営業収益 

（うち受入手数料）（百万円） 

 

 

17,314

(10,155)

 

 

12,390

(6,755)

 

 

10,306

(5,597)

 

 

7,087

(3,924)

 

 

6,005

(3,534)

純営業収益（百万円）  16,541  11,708  9,550  6,571  5,667

経常利益（△は経常損失) 

（百万円） 
 7,901  4,229  2,424  △231  △314

当期純利益（△は当期純損失）

（百万円） 
 4,161  2,337  1,725  △751  △561

持分法を適用した場合の投資利

益（百万円） 
 －  －  －  －  －

資本金（百万円）  10,004  10,004  10,004  10,004  10,004

発行済株式総数（千株）  25,012  25,012  25,012  25,012  25,012

純資産額（百万円）  31,331  32,075  32,181  29,934  28,852

総資産額（百万円）  215,566  180,130  117,064  92,342  94,597

１株当たり純資産額（円）  1,263.02  1,296.14  1,300.45  1,232.67  1,188.10

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額）

（円） 

 

 

50.00

(－)

 

 

40.00

(10.00)

 

 

40.00

(10.00)

 

 

30.00

(10.00)

 

 

20.00

(10.00)

１株当たり当期純利益金額（△

は１株当たり当期純損失金額）

（円） 

 195.53  94.46  69.71  △30.69  △23.13

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％）  14.5  17.8  27.5  32.4  30.5

自己資本利益率（％）  16.8  7.4  5.4  △2.4  △1.9

株価収益率（倍）  17.2  24.2  16.6  △23.9  △25.4

配当性向（％）  25.6  42.3  57.4  －  －

自己資本規制比率（％）  559.5  637.2  837.1  965.4  982.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
 △9,277  3,538  1,693  8,994  2,191

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
 △484  △1,719  △419  △414  △504

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
 8,070  △1,578  △1,089  △1,601  △781

現金及び現金同等物の期末残高

（百万円） 
 1,795  2,035  2,221  9,199  10,097

従業員数（人）  296  330  345  346  333
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 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．営業収益及び純営業収益には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりませ

ん。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

４．第67期の１株当たり配当額には、上場記念配当10円を含んでおります。 

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第67期から第69期までは潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、第70期及び第71期は１株当たり当期純損失金額であり、潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。 

６．自己資本規制比率の第68期以前については、旧証券取引法第52条第１項の規定に基づき、旧「証券会社の自

己資本規制に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであり、第69期以降について

は、金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めによ

り、決算数値をもとに算出したものであります。 
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２【沿革】

年月 沿革 

大正４年５月 岸和田市において株式現物業岩井商店を創業。 

昭和19年７月 岩井証券株式会社を設立。（本社岸和田市） 

昭和24年５月 大阪証券取引所正会員（現 取引参加者）に加入。 

昭和28年８月  大阪証券業協会（現 日本証券業協会）に加入。  

昭和42年７月 和歌山鈴木証券より営業権譲受。 

昭和43年４月 証券取引法第28条の規定に基づく同条第２項第１号、第２号及び第４号の免許を取得。 

昭和44年９月 本社を移転。（大阪市東区北浜二丁目90番地） 

昭和61年７月 東京支店を設置。 

昭和62年３月 証券取引法第28条の規定に基づく同条第２項第３号の免許を取得。 

５月 本社を移転。（大阪市中央区北浜一丁目５番５号） 

昭和63年５月 東京証券取引所正会員（現 取引参加者）に加入。 

平成８年７月 東日本・西日本証券取引センターを開設し、通信取引を開始。（現 東京コールセンター、大阪
コールセンター） 

平成10年８月 インターネット取引センターを開設し、インターネット取引を開始。 

12月 証券取引法の改正に基づき、証券業の登録。 

平成11年７月 福岡コールセンターを開設。 

10月 名古屋コールセンターを開設。 

平成12年７月 札幌コールセンターを開設。 

９月 各コールセンターにおいて、イワイ・ネット・サポートセンターを開設。 

10月 広島コールセンター、イワイ・ネット・広島サポートセンターを開設。 

12月 携帯電話によるインターネット取引を開始。  

平成14年２月 橿原支店に奈良コールセンターを開設。 

平成15年３月 神戸コールセンター、イワイ・ネット・神戸サポートセンターを開設。 

３月 橿原支店にイワイ・ネット・奈良サポートセンターを開設。 

８月 外国為替証拠金取引「イワイＦＸ」を開始。 

９月 泉大津支店に南大阪コールセンター、イワイ・ネット・南大阪サポートセンターを開設。 

平成16年12月 ジャスダック証券取引所取引参加者に加入。（現 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場） 

平成17年１月 本社を現在地に移転。 

６月 資本金5,000百万円に増資。 

平成18年２月 資本金10,004百万円に増資。 

２月 東京証券取引所市場第一部に上場。 

２月 金融先物取引法の改正に基づき、金融先物取引業の登録。 

２月  金融先物取引業協会に加入。  

５月 大阪証券取引所市場第一部に上場。 

６月 「企業価値向上委員会」を設置。 

平成19年９月 金融商品取引法の施行に基づき、金融商品取引業の登録。 

平成21年３月  投資運用業の登録。  

４月  日本証券投資顧問業協会に加入。  

４月  ベトナム株式の取扱いを開始。  

６月  第二種金融商品取引業の登録。 

６月  中国株式の取扱いを開始。 

９月  ＣＦＤ取引の取扱いを開始。  

11月 大阪証券取引所外国為替証拠金取引（大証ＦＸ）の取扱いを開始。 
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当社は、金融商品取引法に規定する金融商品取引業及びそれに付随する業務を営んでおり、各取引形態（対面取

引・コールセンター取引・インターネット取引）毎に顧客のニーズを考慮し、幅広いサービス提供に努めるととも

に、トレーディング部門の強化を図っております。 

 なお、当社は関係会社に該当する企業はありません。 

［事業系統図］ 

 

なお、平成22年４月16日に、コスモ証券株式会社の全株式を取得し、完全子会社化いたしました。また、同日に

岩井証券設立準備株式会社を当社の100％出資により設立いたしました。 

   

該当事項はありません。 

３【事業の内容】

４【関係会社の状況】
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（１）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員数であります。なお、年俸契約社員17名を含み、執行役員２名、顧問１名、嘱託６

名、歩合外務員７名及び臨時従業員等は含めておりません。 

２．上記のほか、契約社員が２名おります。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

（２）労働組合の状況 

 平成22年３月31日現在、岩井証券従業員組合（組合員244名）があり、組合結成以来何等の紛争もなく安定し

た労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。 

  

５【従業員の状況】

  平成22年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

 333 歳 ヶ月 36 7 年   ヶ月 11 8  4,773,072
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（１）業績 

（国内経済及び証券市場の概況） 

当事業年度（平成21年４月～平成22年３月）におけるわが国経済は、円高やデフレ傾向などの厳しい収益環境

を背景に、企業の設備投資及び雇用に対する慎重姿勢が続きました。しかし、その一方で、アジア向けを中心に

輸出が増加し、個人消費にも底打ちの兆しが見られるなど、景気回復に向けた動きが徐々に広がりました。 

このような状況の中、株式市場は、世界各国の金融安定化策や国内景気の回復期待等を背景に上昇して始ま

り、６月12日の日経平均株価は10,135円82銭と、８ヶ月ぶりに10,000円の大台を回復しました。７月には、米国

雇用統計の悪化をきっかけに調整局面に入り、日経平均株価は一時9,000円台前半まで下落したものの、国内外

の主要企業の４－６月期決算が市場予想を上回る内容を示したことから再び上昇基調となり、８月26日に10,639

円71銭となりました。衆院選挙後は、民主党による新政権の政策運営を見極めようとする動きが強まり、株価

は、薄商いの中、膠着状態となりました。11月に入ると、14年４ヶ月ぶりの１ドル84円台となる急激な円高進行

を嫌気して、日経平均株価は下落しましたが、その後、日銀が緊急の追加金融緩和を決定するなど、デフレ脱却

に向けた取り組みを評価して反発し、１月14日には10,907円68銭と11,000円に迫りました。２月には、南欧諸国

の財政不安問題など海外の不透明要因を背景として軟調に推移したものの、年度末にかけては、景気回復期待を

背景とした外国人投資家の旺盛な買い姿勢から再び上昇基調を辿り、３月31日の日経平均株価は、11,089円94銭

と前事業年度末を36.8％上回る水準で取引を終えました。 

以上のように、株価は総じて回復基調となりましたが、方向感に乏しい展開から、投資家のリスク資産に対す

る慎重姿勢を払拭するには至らず、東証１部の１日平均売買代金は15,300億円と対前期比23.8％減少しました。

  

（当社の業績）  

 当社は、高い経済成長が期待されるアジアの新興国に着目し、４月22日に、国内の上場証券会社では初めてと

なるベトナム株式の取り次ぎ業務を、６月29日からは、中国3市場（香港、上海Ｂ株、深センＢ株）の取り次ぎ

業務を開始いたしました。また、10月にはメコン河流域３国を投資対象とした国内初の投資信託「ベトナム・カ

ンボジア・ラオス３国成長株ファンド（愛称：メコンのめぐみ）」の取り扱いを開始し、グローバル化する投資

家ニーズに対応するとともに、国内株式に依存した収益構成の見直しに着手しました。併せて、ＣＦＤ（差金決

済、９月14日開始）、大証ＦＸ（11月24日開始）と、順次、商品ラインナップの拡充を進めるなど、新たな成長

ステージに向けた収益基盤の強化にも積極的に取り組みました。 

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】
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しかしながら、低調な国内株式市場を反映して、営業収益は6,005百万円（対前期比15.3％減少）、純営業収

益は5,667百万円（同13.7％減少）となりました。一方、販売費・一般管理費は、全社的な経費削減策の効果も

あり6,085百万円（同12.0％減少）となりましたが、経常損益は314百万円の損失（前期は231百万円の損失）、

特別損益、法人税等を加減した当期純損益は561百万円の損失（前期は751百万円の損失）となりました。 

主な収益と費用の概況は、以下のとおりであります。 

〔受入手数料〕 

東証１部の１日平均売買代金が対前期比23.8％減少する中、当社の１日平均株式委託売買代金（国内）は同

13.9％減少の86億円となり、受入手数料は同10.0％減少の3,534百万円となりました。 

〔トレーディング損益〕 

株券等トレーディング損益は1,006百万円となり、対前期比24.8％減少しました。また、外貨建債券の販売に

よる債券等トレーディング損益は17百万円と同70.9％の減少となり、この結果、合計のトレーディング損益は、

同26.8％減少の1,023百万円となりました。 

〔金融収支〕 

金融収益は、信用取引残高の減少を主要因として、対前期比18.0％減少の1,448百万円となりました。一方、

金融費用は同34.5％減少の337百万円となり、差し引き金融収支は同11.1％減少の1,110百万円となりました。 

〔販売費・一般管理費〕 

全社的なコスト削減策の効果や変動費用の減少に加え、前期に計上した貸倒引当金繰入れが、当期においては

発生しなかったことから、販売費・一般管理費は、対前期比12.0％減少の6,085百万円となりました。 

〔営業外収支〕 

受取配当金及び投資運用益を中心に、営業外収支は103百万円の利益（対前期比11.5％減少）となりました。 

〔特別損益〕 

特別利益には、貸倒引当金戻入額84百万円、金融商品取引責任準備金戻入58百万円、投資有価証券売却益14百

万円、固定資産売却益14百万円を計上しました。一方、特別損失には、有価証券評価減61百万円、店舗統廃合に

よる損失31百万円を計上し、差し引き特別損益は78百万円の利益（対前期比74.4％減少）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フロー 

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、10,097百万円となり前事業年度末と比べ897百万円の増

加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、信用取引資産の増加や、受入保証金及び預り金などの減少によるキャ

ッシュ・フローの減少があったものの、信用取引負債の増加や顧客分別金信託の減少などによるキャッシュ・フ

ローの増加により、2,191百万円の増加（前事業年度は8,994百万円の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得などにより、504百万円の減少（前事業年度は414

百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額や社債の償還による支出により、781百万円の減少

（前事業年度は1,601百万円の減少）となりました。 

  

証券業界は、長引く国内株式市場の低迷や多様化する投資家ニーズへの対応など、大変厳しい経営環境が続い

ております。こうした中、当社は、ベトナム、中国をはじめ、成長著しいアジアの新興国を投資対象とした金融

商品の拡充に努め、収益基盤の強化を図って参りました。また、今後、当社が更なる企業価値の向上を果たす上

において、国内営業基盤の強化、営業戦略の見直しが急務であると判断し、平成22年４月16日に、全国に28店舗

を有する対面取引主体のコスモ証券株式会社の全株式を取得（完全子会社化）いたしました。当社は、これらの

施策や更なる企業価値の向上を果たす上において、以下の項目を対処すべき課題と認識しております。 

２【対処すべき課題】

7



①持株会社体制への移行 

当社グループは、非対面取引に独自性を持つ当社と対面取引を主体とするコスモ証券株式会社の組織再編を行

い、持株会社体制に移行する予定です。移行後は、グループ戦略立案・経営管理機能と事業執行が分離すること

となり、持株会社と事業会社の役割と責任が明確化され、かつ、迅速な意思決定を行うことが可能となります。 

今後も個人投資家向けの金融サービス提供を中心にお客様の利便性向上への取り組みを一層強化することに加

えて、グループ全体のシナジー効果を最大限発揮すべく体制構築に取り組む所存です。 
  

②強固な収益基盤の構築 

当社は、国内株式市場の変動に影響を受けやすい収益構造の見直しを図るべく、高成長が見込めるアジア株式

の取り扱いや外貨建債券、投資信託の販売強化に引き続き注力して参ります。 
  

③社会的貢献への取り組み 

当社は、お客様、株主、従業員、地域社会など全てのステークホルダーとともに継続的な発展を遂げるため、

社会的貢献への取り組みを強化して参る所存です。その活動の柱として、平成19年より平成27年まで毎決算期ご

とに純利益の1％程度を「社会貢献積立金」として留保し、当社創立100周年を迎える平成27年に、環境や福祉な

どの社会貢献活動に支援・協力を致したく、引き続き準備を進めて参る所存です。 
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当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクとして以下の項目が挙げられます。なお、こ

こに記載する項目については、当社が本報告書提出日現在で認識しているものに限られており、全てが網羅されて

いるわけではありません。 

①株式市場の変動について  

当社の営業収益は、個人投資家を中心とした株式委託手数料に依存する割合が大きくなっております。 

株式市場の変動に大きく左右されない企業体質の構築を目的として、トレーディング損益、金融収益等の強化

を図ってきましたが、両部門についても株式市場の動向による影響を受けるため、営業収益の変動を避けること

は困難と考えております。 

従って、株式市場における株価、出来高、売買代金等の動向によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。  

  

②ビジネスモデルについて  

当社ではこれまで、営業形態を対面取引並びに非対面取引であるコールセンター取引及びインターネット取引

の３つのチャンネルに分け、顧客の多様なニーズに合った取引チャンネルを提供することで営業の拡大を図って

まいりました。 

今後もこの営業形態の多チャンネル化の方針を堅持し、成長チャンネルについては、経営資源の配分割合を高

めることにより営業基盤の拡大を図ってまいりたいと考えておりますが、多大な資金力や営業力等を有し、幅広

い金融サービスの提供が可能な内外の企業グループや金融機関が証券業に参入し、既存証券会社を巻き込んだ競

争が激化することが予想され、その場合には営業戦略の見直しを迫られ、当社の経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。  

  

③委託手数料の自由設定について  

株式の委託手数料は、各証券会社が自由に設定することができ、大きく分けて対面取引、コールセンター取

引、インターネット取引の３部門で各社がそれぞれに設定しております。対面取引やコールセンター取引の委託

手数料は比較的安定しておりますが、インターネット取引に関しては非常に低い料率で各社が熾烈な手数料引下

げ競争を行っております。こうした中で、当社もインターネット取引の委託手数料をネット証券大手と対抗でき

る低い水準に設定して顧客のニーズに対応しておりますが、今後、他社がさらに安い料金設定を行う等によっ

て、当社も対応策を検討する必要に迫られる場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。  

  

④情報等の外部依存について 

当社が顧客に提供する有価証券等の市場データや企業情報等については、株式会社ＱＵＩＣＫとの契約に基づ

き、同社から提供を受けております。また、平成15年８月からスタートした外国為替証拠金取引に関わる情報サ

ービスやシステムについては、ＧＦＴ社（米国）・グローバルインフォ株式会社及び株式会社シンプレクス・テ

クノロジーから提供を受けております。万一、当社がこれらの契約先との間で従来どおりの契約関係を維持でき

なくなり、同様のサービスやシステムを提供する委託先を即時に選定できない場合は、顧客サービスの低下等業

務に支障が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑤信用取引、先物取引及びオプション取引について  

当社は、営業収益に占める信用取引手数料比率が高く、また、先物取引やオプション取引等のデリバティブ商

品も取扱っております。これらに対する保証金、証拠金については、当社において十分な管理体制をとっており

ますが、顧客が所定の保証金や証拠金の追加差し入れに応じず、その後の株式相場の急激な変動等により建玉処

分や担保となっている代用有価証券の処分だけでは顧客の損失金等を十分に回収できない可能性があることか

ら、そのような場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

３【事業等のリスク】
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⑥外国株式取引について  

当社は、外国株式の取扱いを平成21年４月から開始しました。現在の取扱いはベトナム株式及び中国株式があ

り、両国株式の取扱いについては、両国内法に基づき適正に管理しておりますが、両国内法の突然の改正、停

止、または、両国通貨の外国為替取引の激変等により、当初想定していないリスクが顕在化する可能性があり、

そのような場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  
  

⑦投資運用業について  

当社は、投資運用業の取扱いを平成21年7月から開始しました。投資運用業においては主に国内株式・ETF、中

国株式・ベトナム株式を中心とした運用を行います。運用に際しては投資顧問室専任のファンドマネージャーに

より適正な運用・管理がなされますが、国内株式の運用においては、運用株式等の価格変動、外国株式の運用に

おいては、運用株式等の価格変動に加え、両国通貨等の外国為替取引の激変、また両国の政治・経済状況及び国

内法の突然の改正・停止により当初想定していないリスクが顕在化する可能性があり、そのような場合には、当

社の経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ディーリングについて  

当社ではディーリング業務を行っており、当該業務に関しては、株式会社東証コンピュータシステムのリスク

管理機器を導入し、十分な管理体制をとっております。また、立ち会い中の大幅な相場変動に対しても、社内管

理規程によりリスク軽減を図っております。しかしながら、急激な相場変動等によっては、当初想定していない

リスクが顕在化する可能性があり、そのような場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。  

  

⑨有価証券貸借取引について  

当社では、有価証券貸借取引を同業者間で行っており、当該取引に関しては、取引先業者の信用状況を注視し

ておりますが、突然の取引業者の倒産、法的整理等については、当初想定していないリスクが発生する可能性が

あり、そのような場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩証券システムについて  

当社の証券システムは、株式会社大和総研ビジネス・イノベーションに委託しております。同社との業務委託

契約は平成10年８月より開始し、その後、随時更新しております。また、今後の契約の継続についても何ら支障

はないものと考えております。 

しかしながら、同社システムの故障や処理能力不足、通信回線の障害、停電、コンピュータハッカー、コンピ

ュータウイルス等でシステムが機能不全に陥った場合、また、業務委託先が何らかの理由でサービスの提供を中

断又は停止し、当社が早急に代替策を講じることができない場合には、顧客サービスに支障をきたす等、当社の

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑪外国為替証拠金取引について  

当社は、顧客が証拠金を預託し外貨の売買を行う外国為替証拠金取引について、大阪証券取引所の取引所外国

為替証拠金取引（大証ＦＸ）と、顧客と当社の相対で取引される店頭外国為替証拠金取引（イワイＦＸプレミア

ム）を取扱っております。  

（イ）大証ＦＸについて 

大阪証券取引所に証拠金を預託し、オークション方式により取引が行われます。この証拠金については、当

社において十分な管理体制をとっておりますが、為替相場の急激な変動等により証拠金に不足が生じた際に、

顧客が所定の証拠金の追加差し入れに応じず、建玉決済を行った結果発生した立替金を十分に回収できない可

能性があることから、そのような場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

（ロ）イワイＦＸプレミアムについて 

顧客と当社は相対取引でありますが、顧客との取引で発生したポジションは当社の取引相手であるＧＦＴ社

（米国）へ自動的にヘッジされますので、当社にはポジションを保有するリスクは発生しません。顧客管理体

制については、厳格かつ万全の体制をとっていると考えておりますが、システム・トラブル等により運用上何

らかの問題が発生しない保証はなく、その場合には顧客からの信用を低下させ、当社の経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑫ＣＦＤ取引について 

当社は、ＣＦＤ取引（Contract For Difference：差金決済取引）の取扱いを平成21年９月から開始しました。

ＣＦＤ取引においては、証券ＣＦＤと商品先物ＣＦＤの銘柄を取扱います。顧客と当社は相対取引であります

が、顧客との取引で発生したポジションは当社の取引相手であるＧＦＴ社（米国）へ自動的にヘッジされますの

で、当社にはポジションを保有するリスクは発生しません。顧客管理体制については、厳格かつ万全の体制をと

っていると考えておりますが、システム・トラブル等により運用上何らかの問題が発生しない保証はなく、その

場合には顧客からの信用を低下させ、当社の経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑬当社の管理体制について  

（イ）コンプライアンスについて  

当社は、代表取締役社長直属のコンプライアンス本部を設置し、そのもとに内部管理部、売買審査部を置

き、法令遵守のための内部管理体制を整備し、日常業務、研修会、管理職会議等あらゆる機会を捉え、コンプ

ライアンスの周知徹底を図っております。 

しかしながら、今後、役職員による人為的な手続きの過誤や個人的な不祥事への関与等を完全に排除するこ

とができない可能性があり、万一、法令違反行為が生じ行政上の処分等を受けるような事態が発生すれば、当

社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

（ロ）顧客情報の管理について  

当社の顧客情報管理については、コンピュータシステム上に加え、社内での顧客情報へのアクセスの制限等

社内管理マニュアルを策定し、厳重な管理を行っております。 

また、個人情報の保護につきましては、当社は、個人情報保護法に基づく社内体制を構築しておりますが、

予想外のルート等により個人情報が遺漏した場合は当社の信用に影響を与えるのみならず、主務大臣が当社の

対応に関し、個人情報保護法に適していないと判断した場合は、業務の改善または停止命令の行政処分が発せ

られ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

（ハ）自然災害、事故によるリスクについて  

当社は、自然災害やシステム・回線障害等、様々なリスクの発現を想定し、株主、投資家等の各ステークホ

ルダーの皆様への影響を最小限に留めるべく、事業を継続かつ円滑に運営するための緊急時対応マニュアルを

整備し、緊急時事業継続計画（ＢＣＰ）の構築を図っております。 

また、今後も適宜見直しを行って参りますが、上記のリスクが発現した場合は、当社の経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑭組織再編について  

当社は、平成22年４月、コスモ証券株式会社の全株式を取得し完全子会社といたしました。効率的な経営を行

うために、平成22年７月１日に、持株会社化を中心とした組織再編を行います。  

ただし、そのためには多額の費用がかかるほか、万一、組織再編が成功しない場合、または、組織再編による

シナジー効果が十分発揮されない場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑮法的規制について  

（イ）金融商品取引業者登録について  

当社は、主要な事業活動である金融商品取引業務につき、平成19年９月30日に施行された金融商品取引法に

より第一種金融商品取引業者として登録を受けております。また、平成21年３月、同法に基づく投資運用業者

としての登録も受けております。 

金融商品取引業者は、金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し、法令又は法令に基づく規程に違反し

た時等は、登録又は認可の取消し、一定期間の業務停止又は何らかの改善命令を受ける可能性があります。 

現時点において、当社はこれらの事由に該当する事実はないと認識しておりますが、仮に該当する事実が発

生し、登録取消し等の事態が発生すれば、主要業務である金融商品取引業の事業活動が継続できなくなるた

め、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  
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（ロ）金融商品取引法以外の法令違反等について  

当社が金融商品取引業者等として加入している株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所並びに日

本証券業協会、金融先物取引業協会、日本証券投資顧問業協会の各定款・諸規則等に反した行為で行政上その

他の処分を受けた場合、当社の信用を低下させるとともに、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。  

  

（ハ）自己資本規制比率について  

金融商品取引業者は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、自己資本規制比率

の適正維持（120％以上）が要求されており、求められる自己資本水準が継続できなった場合は、業務停止や金

融商品取引業者の登録の取消しを当局から命ぜられる可能性があります。 

かかる事態が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑯訴訟等について  

当社は、顧客本位の営業姿勢をとり、コンプライアンスを重視し、お客様との紛争の未然防止に努めておりま

すが、何らかの理由によりトラブルが発生した場合は、訴訟等に発展し、仮に当社の主張が認められなかった場

合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

   

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（１）当事業年度の財政状態の分析 

当事業年度末の資産合計は、顧客分別金信託などの減少があったものの、年度末にかけて景気回復期待を背

景として日経平均株価が上昇基調となったことに伴い、信用取引貸付金の増加したことなどにより、前事業年

度末と比べ2,254百万円増加の94,597百万円となりました。  

負債合計は、顧客からの預り金や信用取引受入保証金などの減少があったものの、信用取引借入金の増加な

どにより、前事業年度末と比べ3,336百万円増加の65,744百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少などにより、前事業年度末と比べ1,082百万円減少の28,852百万円となりまし

た。 

  

（２）当事業年度の経営成績の分析 

<営業収益・純営業収益> 

当事業年度（平成21年4月～平成22年3月）の株式市場は、国内外の景気回復期待を背景に上昇基調となり、

３月31日の日経平均株価は、前事業年度末を36.8％上回る11,089円94銭となりました。しかし、この株価の上

昇も、世界的な金融危機により痛手を負った投資家の慎重姿勢を払拭するには至らず、東証１部の１日平均売

買代金は、15,300億円と対前期比23.8％減少しました。こうした状況の中、当社の１日平均株式委託売買代金

（国内）は86億円と対前期比13.9％減少し、受入手数料は、対前期比10.0％減少の3,534百万円となりました。

加えて、トレーディング損益においても、市場の売買代金減少を受け、対前期比26.8％減少の1,023百万円とな

りました。また、金融収益は、信用取引残高の減少を主因として、1,448百万円と対前期比18.0％減少しまし

た。一方、金融費用は、対前期比34.5％減少の337百万円となり、差し引き金融収支は対前期比11.1％減少の

1,110百万円となりました。以上の結果、営業収益は6,005百万円（対前期比15.3％減少）、純営業収益は5,667

百万円（対前期比13.7％減少）となりました。 

<販売費・一般管理費> 

平成20年11月より取り組んだ全社的な経費削減策による固定費の減少等に加え、前期に発生した貸倒引当金

繰入れが、当期において発生しなかったことから、販売費・一般管理費は、対前期比12.0％減少の6,085百万円

となりました。 

４【経営上の重要な契約等】

５【研究開発活動】

６【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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<営業外収支>  

受取配当金及び投資運用益を中心に、営業外収支は103百万円の利益（対前期比11.5％減少）となりまし

た。  

<特別損益> 

特別利益には、貸倒引当金戻入額84百万円、金融商品取引責任準備金戻入58百万円、投資有価証券売却益14

百万円、固定資産売却益14百万円を計上しました。一方、特別損失には、有価証券評価減61百万円、店舗統廃

合による損失31百万円を計上し、差し引き特別損益は78百万円の利益（対前期比74.4％減少）となりました。 

<経常損益・当期純損益> 

以上の結果、経常損益は314百万円の損失（前期は231百万円の損失）、当期純損益は561百万円の損失（前期

は751百万円の損失）となりました。 

  

（３）当事業年度のキャッシュ・フローの状況の分析 

当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、年度末にかけての日

経平均株価の上昇に伴う信用取引資産の増加や、受入保証金及び預り金などの減少によるキャッシュ・フロー

の減少があったものの、信用取引負債の増加や顧客分別金信託の減少などによるキャッシュ・フローの増加に

より、2,191百万円の増加（前事業年度は8,994百万円の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、無形固定資産の取得などにより、504百万円の減少（前事業年度は

414百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額や社債の償還による支出により、781百万円の減少

（前事業年度は1,601百万円の減少）となりました。 

以上の結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、10,097百万円となり前事業年度末と比べ

897百万円の増加となりました。 
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 当事業年度において実施しました設備投資の総額は、663百万円であります。その主なものは、インターネット取

引関連のシステム開発費用324百万円、新商品取扱い対応へのシステム開発や法令・税制・制度改正に伴うシステム

開発費用286百万円などによるものであります。 

なお、所要資金についてはいずれの投資も全て自己資金を充当しました。 

また、当事業年度において、重要な設備の売却は以下のとおりです。 

   

 当社における主要な設備は以下のとおりであります。 

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

事業所名  所在地 設備の内容

帳簿価額（百万円） 

建物及び構築物
土地

(面積㎡) その他 合計

宝塚支店 兵庫県宝塚市 営業設備 19
36

（91.92）
0 56

２【主要な設備の状況】

  平成22年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 

建物 
土地 

（面積㎡） 
その他 合計 

本社 

（大阪市中央区） 

統括業務施設 

営業設備 

（賃借） 

 79  －  53  133  167

東京支店 

（東京都中央区） 

統括業務施設 

営業設備 

（賃借） 

 36  －  11  48  84

岸和田支店 

（大阪府岸和田市） 

営業設備 

（賃借） 
 3  －  1  4  19

泉大津支店 

（大阪府泉大津市） 

営業設備 

（賃借） 
 7  －  2  9  16

橿原支店 

（奈良県橿原市） 

営業設備 

（賃借） 
 3  －  2  6  15

札幌コールセンター 

（札幌市中央区） 

営業設備 

（賃借） 
 1  －  0  2  4

名古屋コールセンター 

（名古屋市中村区） 

営業設備 

（賃借） 
 2  －  1  3  4

京都コールセンター 

（京都市下京区） 

営業設備 

（賃借） 
 1  －  1  3  4

神戸コールセンター 

（神戸市中央区） 

営業設備 

（賃借） 
 0  －  1  1  7

広島コールセンター 

（広島市中区） 

営業設備 

（賃借） 
 2  －  0  2  3

福岡コールセンター 

（福岡市中央区） 

営業設備 

（賃借） 
 1  －  1  2  10

岩井証券社員寮 

（東京都品川区） 

社員寮 

（保有） 
 82

 

 

331

(195.61)
 0  413  －

岡山県保養所用地ほか 
保養所用地ほか 

（保有） 
 3

 

 

16

(1,807.36)
 0  20  －
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 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は器具・備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、金額には消費税等

を含めておりません。 

２．建物欄の賃借分の帳簿価額は店舗造作費であります。 

３．従業員数は、就業人員数であります。 

４．上記の他、リース契約並びにレンタル契約による賃借設備は、次のとおりであります。 

  

（１）重要な設備の新設等 

 現在、新設等の計画はありません。 

（２）重要な設備の除却等 

（注）１．除却等予定金額には、原状回復費等を含んでおります。 

２．上記のほか、運用資産システム開発費用の除却76百万円（除却等の予定時期 平成23年３月期中）を

予定しております。 

 なお、「第３ 設備の状況」に記載の金額については、消費税等を含んでおりません。 

  

名称 数量 リース期間（年） 
年間リース料 
（百万円） 

リース契約残高 
（百万円） 

株価通報ＴＶ １２セット １～５  16  25

小型選択テレビ ２３７台 ５   20  8

自動車 ２２台 ３  4  5

その他  －  －  22  14

３【設備の新設、除却等の計画】

事業所名 所在地 設備の内容 
除却等予定金額 

(百万円)  
除却等の予定時期 

泉大津支店 大阪府泉大津市 営業設備（賃貸） 24  平成23年３月期中 

札幌コールセンター 札幌市中央区 営業設備（賃貸） 8  平成23年３月期中 

神戸コールセンター 神戸市中央区 営業設備（賃貸） 18  平成23年３月期中 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。 

  

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありませ

ん。  

  

 該当事項はありません。 

  

 （注）１．平成17年６月24日開催の定時株主総会において、利益処分のうち1,577百万円を資本に組入れる決議をして

おります。 

また、平成17年６月24日開催の取締役会決議により、資本準備金607百万円及び利益準備金352百万円を資本

に組入れております。 

２．平成18年１月11日及び平成18年１月20日開催の取締役会決議により、株式会社東京証券取引所ヘの上場に伴

う一般募集による新株式の発行（普通株式4,500,000株、発行価格2,050円、引受価額1,921円、発行価額

1,488円、資本組入額1,112円、払込金総額8,644百万円）をしております。これにより、平成18年２月７日

に資本金5,004百万円、資本準備金3,640百万円を組入れております。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  100,000,000

計  100,000,000

種類 
事業年度末現在発行数（株）

（平成22年３月31日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成22年６月30日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  25,012,800  25,012,800

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

単元株式数 

100株  

計  25,012,800  25,012,800 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年６月24日 

（注）１ 
 －  20,512  2,538  5,000  △607  1,250

平成18年２月７日 

（注）２ 
 4,500  25,012  5,004  10,004  3,640  4,890
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 （注）自己株式728,498株のうち、7,284単元は「個人その他」の欄に、98株は「単元未満株式の状況」の欄に含めて記

載しております。 

なお、割合は小数点以下第３位未満を四捨五入しております。 

  

（注）1.上記のほか、自己株式数が728千株あります。 

2.株式会社泉州銀行は、平成22年５月１日に株式会社池田泉州銀行に商号変更しております。 

3.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。  

  

（６）【所有者別状況】

  平成22年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株）
単元未満株
式の状況 

（株） 政府及び地
方公共団体 金融機関 金融商品取

引業者 
その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人）  －  29 33 82 64 4  9,665  9,877      －

所有株式数

（単元） 
 －  57,875 3,637 61,162 14,155 18  113,226  250,073 5,500

所有株式数の

割合（％） 
 －  23.14 1.45 24.46 5.66 0.01  45.28  100.00      －

（７）【大株主の状況】

  平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

吉本興業株式会社 大阪市中央区難波千日前11番６号  1,240  4.96

株式会社泉州銀行 大阪府岸和田市宮本町26番15号  1,208  4.83

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号  1,008  4.03

石橋 栄二 大阪市天王寺区  1,000  4.00

トーターエンジニアリング 
株式会社 

東京都千代田区麹町四丁目８番地１  1,000  4.00

日本理化工業株式会社 東京都豊島区駒込一丁目10番13－703号  1,000  4.00

丸武産業有限会社 東京都新宿区西新宿八丁目５番５号  1,000  4.00

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口）  

東京都中央区晴海一丁目８番11号  934  3.74

タイヨー パール ファン

ド エルピー 

  

（常任代理人 シティバンク

銀行株式会社） 

C/O WALKERS SPV LIMITED, WALKER HOUSE,  

87 MARY ST. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY 1-

9002, CAYMAN ISLANDS 

（東京都品川区東品川二丁目３番14号） 

  

 657  2.63

株式会社キョーワナスタ  東京都中央区日本橋富沢町12番16号  500  2.00

計 －  9,548  38.18
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①【発行済株式】 

（注）   「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。 

自己保有株式    98株  

  

②【自己株式等】 

 （注）   発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（８）【議決権の状況】

  平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式   

    728,400

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 24,278,900
 242,789 － 

単元未満株式 
普通株式 

   5,500
－ － 

発行済株式総数  25,012,800 － － 

総株主の議決権 －  242,789 － 

  平成22年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

岩井証券株式会社 

大阪市中央区北浜

一丁目８番16号 
 728,400  －  728,400  2.91

計 －  728,400  －  728,400  2.91

（９）【ストックオプション制度の内容】
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（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

(注）当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式数は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

(注）当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含まれておりません。 

  

２【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式  －  －

当期間における取得自己株式   43  29,369

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式  －  －  －  －

消却の処分を行った取得自己株式  －  －  －  －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
 －  －  －  －

その他  －  －  －  －

保有自己株式数  728,498  －  728,541  －
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、剰余金の配当等の決定に関しては、今後の

事業展開及び経営体質強化のための内部留保資金とのバランスを総合的に勘案しつつ、業績に見合った利益還元を

基本方針としております。 

当社は、原則として、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしております。 

当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨定款

に定めております。 

当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり普通配当10円とさせていただきました。

既に、平成21年９月30日を基準日（効力発生日 平成21年12月７日）として実施済みの中間配当金１株当たり普通

配当10円とあわせまして、年間配当金は１株当たり普通配当20円となります。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

   

 （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）   最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  

 （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】  

 （注）   最高・最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

  

３【配当政策】

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成21年10月26日 

取締役会決議 
 242  10

平成22年５月21日 

取締役会決議 
 242  10

４【株価の推移】

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 

最高（円）  4,230  3,360  2,370  1,370  1,039

最低（円）  2,600  1,354  1,010  581  516

月別 平成21年10月 平成21年11月 平成21年12月 平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月 

最高（円）  724  691  680  680  576  619

最低（円）  661  562  574  576  520  516

20



  
  

  

５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株） 

取締役社長

(代表取締役) 
  沖津 嘉昭 昭和16年１月23日生

 昭和59年８月 当社入社 

平成２年６月 取締役就任 

〃 ３年６月 常務取締役就任 

〃 ５年６月 専務取締役就任 

  業務本部長兼東京本部長 

〃 ７年６月 代表取締役社長就任（現任） 

〃 20年４月 日本証券業協会大阪地区協会会

長就任（現任） 

〃 22年４月 岩井証券設立準備株式会社代表

取締役社長就任（現任） 

〃 22年４月 コスモ証券株式会社取締役会長

就任（現任） 

(注)３ 302

取締役 
業務本部長兼引

受・ＩＰＯセン

ター担当 
笹川 貴生 昭和47年11月23日生

平成16年11月 当社入社 

〃 18年６月 取締役就任（現任） 

  業務本部長 

〃 18年10月 業務本部長兼総務部長 

〃 19年11月 業務本部長兼総務部長兼引受・

ＩＰＯセンター担当 

〃 20年７月 業務本部長兼引受・ＩＰＯセン

ター担当（現任） 

(注)３ 260

取締役   金森 巧 昭和26年３月４日生

昭和49年４月 野村證券株式会社入社 

平成８年６月 暁印刷株式会社入社 取締役就任 

〃 10年８月 いちよし証券株式会社入社 
執行役員企画担当 

〃 12年６月 同社常務取締役就任 
アドバイザー本部長 

〃 13年５月 同社代表取締役専務就任 

〃 14年６月 同社代表取締役副社長就任 

〃 15年３月 同社顧問就任

〃 16年４月 トヨタファイナンシャルサービ

ス証券（現東海東京証券）株式

会社入社 顧問就任 

〃 16年６月 同社代表取締役副社長就任 

〃 18年６月 同社代表取締役社長就任 

〃 20年４月 コスモ証券株式会社入社 
顧問就任 

〃 20年６月 同社代表取締役社長就任 
（現任） 

〃 22年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

取締役 

営業本部長兼対

面取引統括部長

兼コールセンタ

ー取引統括部長

兼インターネッ

ト取引統括部長 

道幸 孝行 昭和28年４月11日生

昭和51年４月 当社入社 

平成13年６月 理事委嘱 

〃 14年６月 取締役就任（現任） 

  営業本部長兼コールセンター取

引統括部長兼インターネット取

引統括部長 

〃 20年９月 営業本部長兼対面取引統括部長

兼コールセンター取引統括部長

兼インターネット取引統括部長

（現任） 

(注)３ 13

取締役   岡 隆昭 昭和23年８月１日生

昭和42年４月 大阪屋證券（現コスモ証券）株

式会社入社 

平成15年６月 同社執行役員就任 

〃 17年６月 同社商品本部長兼ディーリング

室長 

〃 19年５月 同社執行役員退任 

〃 19年５月 コスモエンタープライズ株式会

社代表取締役社長就任（現任） 

〃 22年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株） 

取締役   佐伯 照道 昭和17年12月28日生

昭和43年４月 弁護士登録（大阪弁護士会） 

平成３年４月 大阪弁護士会副会長 

〃 14年４月 大阪弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長 
近畿弁護士会連合会理事長  

〃 16年４月 国立大学法人京都大学監事 

〃 17年４月 大阪府建設工事紛争審査会会長 

財団法人法律扶助協会副会長 

同協会大阪支部長  

〃 17年10月 大阪府入札監視委員会委員長  

〃 18年４月 日本司法支援センター大阪地方

事務所所長  

〃 18年６月 グローリー株式会社取締役就任 

〃 21年６月 フジテック株式会社社外監査役 

（現任）  

〃 22年６月 グローリー株式会社取締役退任 

〃 22年６月 当社取締役就任（現任） 

(注)３ －

監査役 

（常勤） 
  谷垣 武 昭和18年８月23日生

昭和42年４月 株式会社住友銀行入行 

平成８年１月 吉本興業株式会社 法務準備室長 

〃 ９年６月 同社取締役就任 

〃 17年６月 同社監査役就任 

〃 19年６月 同社監査役辞任 

  同社顧問就任 

〃 20年６月 同社顧問退任 

〃 20年７月 当社入社 

〃 21年４月 顧問委嘱 

〃 21年６月 監査役就任（現任） 

(注)４ 3

監査役   大砂 裕幸 昭和32年12月30日生

昭和58年11月 司法試験第二次試験合格 

 〃 61年４月 大阪弁護士会入会 

  笹川綜合法律事務所（現 船場中

央法律事務所）勤務 

平成12年６月 船場中央法律事務所所長（現

任） 

〃 12年８月 当社監査役就任（現任） 

〃 18年６月 株式会社サイネックス監査役就

任（現任） 

(注)５ 5

監査役   北野 與志朗 昭和10年９月30日生

昭和34年４月 大蔵省（現財務省）近畿財務局

入局 

〃 55年８月 同局退職 

〃 55年９月 公認会計士登録 

  監査法人中央会計事務所（現み

すず監査法人（平成19年７月31

日解散））入所 

〃 60年５月 同監査法人代表社員就任 

平成10年８月 株式会社なみはや銀行金融整理

管財人 

〃 12年９月 中央青山監査法人（現みすず監

査法人（平成19年７月31日解

散））退職 

〃 13年１月 北野與志朗公認会計士事務所開

設（現任） 

〃 13年３月 京都中央信用金庫監事 

〃 13年６月 任天堂株式会社社外監査役就任 
（現任） 

〃 18年６月 日本電産株式会社社外監査役 
就任 

〃 18年６月 当社監査役就任（現任） 

〃 22年６月 日本電産株式会社社外監査役 
退任 

(注)６ －

        計   583
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（注） １．取締役佐伯照道氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役大砂裕幸氏及び北野與志朗氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．平成22年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。 

４．平成21年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。 

５．平成19年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。 

６．平成22年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。 

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監

査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

  

  

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（千株） 

一尾 俊治 昭和28年６月８日生 

昭和47年３月 当社入社 

平成11年７月 顧客管理部次長兼検査課長 

 〃 16年１月 売買審査部長（現任） 

4 

秋山 謙二郎 昭和22年１月１日生 

平成２年11月 司法試験第二次試験合格 

 〃 ５年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 

  辻中・森法律事務所入所 

 〃 11年11月 株式会社整理回収機構大阪特別回収部業務担当弁

護士就任（現任） 

 〃 13年５月 秋山謙二郎法律事務所開設 

 〃 18年11月 秋山謙二郎法律事務所が森薫生法律事務所と合併

し、高麗橋中央法律事務所に名称を変更（現任） 

－ 
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① 企業統治の体制 

a.企業統治の体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由 

当社は、企業は株主、投資家のためだけではなく、従業員、取引先、地域社会等広く様々なステークホルダ

ーのために活動する公器であると認識しております。そのため、当社は、経営の透明性、活動の公正性、意思

決定の迅速性、適切な情報開示の実現が最重要であると考え、その実効性を高めるための牽制機能を充実させ

ることを基本方針としております。 

当社は、上記のようにコーポレート・ガバナンスの基本方針を「牽制機能の充実」としていることに加え、

取締役員数の上限を９名と少数に限定していることから、コーポレート・ガバナンス体制として取締役会・監

査役会設置会社を選択しております。 

更に、経営と業務執行の責任所在を明確化することによるコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化

を目的として、平成19年７月１日より執行役員制度を導入しております。 

また、役員報酬・賞与の適正な決定は、コーポレート・ガバナンスに不可欠であるとの認識のもと、当社

は、平成18年６月１日より、取締役会の諮問機関として「企業価値向上委員会」を設置し、役員報酬に関し取

締役会に答申する体制を敷いております。取締役会は答申を最大限尊重し、報酬等を決定することとしており

ます。 

なお、最近のＭ＆Ａの活発化に伴い、敵対的買収を含め、当社に対する買収提案がなされることもあると考

え、同委員会が買収提案を精査し、買収提案時の判断は勿論、様々な観点から当社企業価値向上に向けたアド

バイスも行うこととしております。 

b. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

イ．会社の機関の基本説明 

取締役会は、平成22年６月29日現在取締役６名（うち社外取締役１名）で構成されております。監査役会

は３名（うち社外監査役２名）で構成され、取締役の職務執行を監視しております。 

ロ．コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制図（平成22年６月29日現在） 

 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
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ハ．内部統制システムについての基本的な考え方 

当社は、内部統制システムとは業務執行が適正になされているかを、経営者がチェックする仕組みであ

ると考えております。 

この考えのもと、会計監査人、監査役会及び内部監査室が連携し、業務執行をチェックできる仕組みを

整備しております。 

内部統制上、コンプライアンス、危機管理及び情報開示は不可欠の要素であると考え、これらについて

のそれぞれ委員会を設置し、代表取締役社長に答申する形態をとっております。監査機能はこれらを合わ

せて全体を監査することで、内部統制システムの実効性を高めることとしております。 

ニ．内部統制システムの整備状況 

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存・管理体制）  

取締役の職務の執行に係る文書及び取締役会議事録、稟議書、契約書等の取扱い並びにその他重要な経

営情報の保存・管理に関する取扱いに関しては、情報管理規程及び文書管理規程を制定し、適切な保存・

管理を行っております。 

また、当社は「情報開示委員会」を設置し、当社の企業情報を適時・適切に開示する体制を整備してお

ります。 

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制） 

損失の危険の管理に関しては、危機管理規程を制定するとともに、それに基づき「危機管理委員会」を

設置し、業務執行について損失の危険の発生の可能性の有無、防止のための施策、また、発生した場合の

対処方針等を検討し、経営者に報告する等により適切に管理を行っております。 

証券業務特有のリスクについては、コンプライアンス本部内にリスク管理室を設置し、市場リスク・信

用リスク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等の当社業務の損失の危険の発生の可能性を調

査・検討し、必要に応じ、「危機管理委員会」に報告することとしております。 

また、緊急時事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）を策定し、BCPに基づく緊急時の対応体

制を予め定め、BCPに対する全社員の認識の徹底を図っております。 

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（効率的職務執行体制） 

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、業務分掌及び職務権限、稟議規程を制定

し、適切かつ効率的に取締役が業務を執行することができるようにしております。 

また、決定された経営、業務執行の方針は管理職会を通じて経営幹部に詳細に報告され、経営幹部から

全従業員に周知徹底しております。 

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（コンプライアンス

体制） 

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス・マ

ニュアルを制定し、それに基づき「コンプライアンス委員会」を設置し、役職員の業務執行が法令・定款

に適合していることをチェックする体制をとっております。 

また、内部監査を専門的に担当する部署として内部監査室を設置し、内部監査を定期的に実施し、実施

結果は経営者に報告するとともに、監査役会にも報告し、監査役との連携を深めております。併せて、会

計監査人とも適宜連携を図っております。 

以上の施策の実効性を高め役職員のコンプライアンスの意識を徹底するため、コンプライアンス本部及

び総務部が中心となり教育研修を定期的に実施しております。 

また、金融商品取引法第24条の４の４に規定される「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確

保するための体制の評価」を適正に行うため、業務本部内に内部統制室を設置し同法の求める要求水準の

維持に努めると共に、内部監査室が内部統制活動の遂行状況を社内監査し、経営者に報告する体制を整備

しております。 

・企業集団における業務の適正を確保するための体制（グループ会社管理体制） 

当社グループの業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、担当部署が子会社を適切に管

理いたします。 
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・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

当社は内部監査を専門的に担当する内部監査室を設置し、内部監査室が監査役と連携をとっており、監

査役の職務を補助する使用人を別途配置しておりません。 

・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

上記の通り、監査役の職務を補助する使用人には該当しませんが、内部監査室は社長直属の組織とし、

全ての取締役、執行役員及び使用人からは独立して職務を遂行し、監査役及び会計監査人と十分連携をと

り内部監査を実施しております。 

・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

当社は、監査役が、取締役会だけでなく、経営会議、管理職会、営業会議その他社内の重要会議に出席

し、意見を述べる場を設け、監査役の職務執行が円滑に行われる体制をとっております。 

・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、内部監査の専任部門である内部監査室及び会計監査人とも密接に連携をとり、独立性を保

ち、取締役会に対する牽制機能が発揮できる体制を整えております。 

ホ．責任限定契約の内容の概要等 

 当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法423条第１項の損

害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 

ヘ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断いたします。万一、反社会的勢力とは知らずに関係をもっ

てしまった場合には、これが判明した時点で速やかに関係を解消いたします。当社は、全ての役職員が反

社会的勢力の排除を社会的責任の一環であると認識し、反社会的勢力に対し屈することなく法律に則して

対応いたします。 

２）反社会的勢力排除に向けた整備状況 

・当社は、各部店における部店長（ただし、本社においてはコンプライアンス本部長、東京支店においては

東京支店長）を、不当要求防止責任者に選定し、反社会的勢力への対応体制の整備や指導教育を行ってお

ります。また、不当要求防止責任者は、担当部署内に、応対、記録、連絡及び確認の担当者を任命いたし

ます。 

・当社は、外部の専門機関と連携し、緊急を要する場合には警察署等へ直ちに連絡するとともに、外部機関

が実施する講習会などに積極的に参加し、反社会的勢力に関する情報の収集に尽力いたします。また、日

本証券業協会、金融庁、証券取引所、都道府県警察等で構成する「証券警察連絡協議会」に参加し、反社

会的勢力の排除に向けた活動を行っております。 

・当社は、反社会的勢力の対応マニュアルを整備し、不当要求等について当社が講ずるべき措置について定

めております。 

② 内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、代表取締役社長直属の内部監査室（平成22年６月29日現在１名）を設置しており、内部監査につい

て担当しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき予め作成した年度監査計画に従って監査すること

により、会社のガバナンスの過程、リスク管理の過程、内部統制の有効性を評価し、各部署に助言または改善

に関する提言を行うことを通じて、会社の業務の健全性及び財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確

保するとともに、内部監査の実施結果を代表取締役社長に報告しております。 

監査役３名は、取締役会に出席し業務執行を監視するだけでなく、日常業務においても本社内の各部署及び

店舗等において随時監査を実施しております。また、監査役北野與志朗は、公認会計士の資格を有しており企

業会計に精通しております。なお、当社では、監査役会の専従スタッフを配置しておりませんが、必要に応じ

て内部監査室が適宜対応することとしております。 

内部監査及び監査役監査の相互連携については、監査役は、内部監査室が行った監査報告の結果を受け、必

要に応じて内部監査室と協議を行うことで、効率的な監査の実施に努めております。 
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内部監査室及び会計監査人との相互連携については、内部統制報告書の作成過程を通じて内部監査室と会計

監査人は適宜意見の交換を行っており、会計監査人による内部統制報告書監査結果の講評を受け、以後の内部

監査において指摘事項を改善することとしております。  

監査役及び会計監査人との相互連携については、監査役は、会計監査人と随時意見の交換を行っており、必

要に応じて会計監査人が実施する各部署及び各店舗での会計監査に同行し監査しております。また、会計監査

人の監査結果の講評を受け、後日の監査役監査において指摘事項の改善に努めることとしております。 

また、当社では内部統制室を設置しております。内部統制室は、内部監査室、監査役及び会計監査人と随時

意見の交換を行うことを通じて連携を図り、内部統制報告制度に基づく、内部統制システムの整備を推進して

おります。 

③ 会計監査の状況 

当事業年度において、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数、会計監査業

務に係る補助者の構成については次のとおりであります。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

京都監査法人 

指定社員 業務執行社員 中村 源（継続監査年数１年）、指定社員 業務執行社員 加地 敬（継続監

査年数６年） 

上記の継続監査年数には、みすず監査法人での監査年数を含んでおります。なお、みすず監査法人で

の監査年数は、加地敬は３年であります。 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

京都監査法人 

公認会計士 ８名、その他 10名 

④ 社外取締役及び社外監査役について 

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。 

社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係につきまし

ては、社外監査役が代表を務める法律事務所に所属する弁護士と顧問契約を締結しており、業務上で生じる法

律問題の指導を受けております。 

当社は、社外取締役及び社外監査役について、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えてい

ることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えて

おります。現状においては、社外取締役及び社外監査役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地か

ら当社の経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を

選任していると考えております。 

なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常

勤監査役を通じて相互に連携することにより、牽制機能を強化しております。 

  

⑤ 役員報酬の内容 

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数  

  

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 
対象となる 
役員の員数 
（人）  

基本報酬 
ストック 
オプション 

賞与 退職慰労金 

取締役 

（社外取締役を除く。）  
 109  109  －  －  －  6

監査役 

（社外監査役を除く。）  
 11  11  －  －  －  2

社外役員  12  12  －  －  －  3
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⑥ 役員の報酬制度 

取締役の報酬は、株主総会にて決定された報酬総額の範囲内で、「企業価値向上委員会」が取締役会に答申

し、取締役会がそれを最大限尊重し決定いたします。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人

分の給与は含まれておりません。 

 また、監査役の報酬は、株主総会にて決定された報酬総額の範囲内で、監査役会で協議のうえ、決定いたし

ます。 

 なお、株主総会にて決定された報酬総額は次の通りです。 

   取締役：年額２億7,000万円以内 

（うち社外取締役の報酬等の額は年額2,000万円以内） 

   監査役：年額3,600万円以内 

⑦ 取締役の定数 

 当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。 

⑧ 剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当

等を取締役会決議の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。 

⑨ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。 

⑩ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことがで

きるようにするため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定

款に定めております。  

⑪ 株式の保有状況 

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額 

12銘柄  2,505百万円  

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円）  
保有目的 

株式会社大阪証券取引所  2,400  1,173 業務上の必要性のため  

株式会社池田泉州ホールデ
ィングス  

 2,128,860  361  取引関係緊密化のため 

平和不動産株式会社  486,500  136  安定株主 

株式会社ファルコＳＤホー
ルディングス 

 137,000  127  安定株主  

株式会社りそなホールディ
ングス 

 24,675  29  取引関係緊密化のため  

大阪証券金融株式会社  74,000  14 取引関係緊密化のため 

南海電気鉄道株式会社  31,500  11  株主優待の取得のため 

株式会社だいこう証券ビジ
ネス 

 13,800  5  取引関係緊密化のため 
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ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額 

 （注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評

価損益の合計額」は記載しておりません。 

   

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

  

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

  

④【監査報酬の決定方針】 

該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。  

  

  

前事業年度 
（百万円） 

当事業年度 
（百万円） 

貸借対照表計 
上額の合計額 

貸借対照表計 
上額の合計額 

受取配当金 
の合計額  

売却損益 
の合計額  

評価損益 
の合計額  

非上場株式   －  867  8  － （注） 

上記以外の株式   －  5  0  －  2

（２）【監査報酬の内容等】

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

 28  －  28  －
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（１）受入手数料の内訳 

（２）トレーディング損益の内訳 

  

７【業務の状況】

期別 区分 
株券 

（百万円） 
債券 

（百万円） 
受益証券 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円）

第70期 

(平成20年４月１日～

平成21年３月31日) 

委託手数料  3,620  4  22  －  3,647

引受け・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の手数

料 

 0  －  －  －  0

募集・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱手

数料 

 0  0  27  －  28

その他の受入手数料  104  0  42  101  248

計  3,725  5  92  101  3,924

第71期 

(平成21年４月１日～

平成22年３月31日) 

委託手数料  3,184  5  19  1  3,210

引受け・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の手数

料 

 －  －  －  －  －

募集・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱手

数料 

 0  0  104  －  104

その他の受入手数料  106  0  40  72  219

計  3,290  6  163  73  3,534

  

第70期 
(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

第71期 
(平成21年４月１日～平成22年３月31日)

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

  株券等トレーディング損益  1,337  －  1,337  977  28  1,006

  
債券等・その他のトレーディン

グ損益 
 70  △11  59  23  △5  17

  債券等トレーディング損益  70  △11  59  23  △5  17

  その他のトレーディング損益  －  －  －  －  －  －

合計  1,408  △11  1,397  1,000  22  1,023
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（３）自己資本規制比率 

（注） 金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決

算数値をもとに算出したものであります。 

なお、当事業年度末の市場リスク相当額の月末平均額は302百万円、月末最大額は349百万円、取引先リスク相

当額の月末平均額は899百万円、月末最大額は1,111百万円であります。 

（４）有価証券の売買等業務の状況 

① 有価証券の売買状況（先物取引を除く） 

 最近２事業年度における有価証券の売買の状況（先物取引を除く）は、次のとおりであります。 

１）株券 

２）債券 

  

  
第70期末 

（平成21年３月31日） 
第71期末 

（平成22年３月31日） 

基本的項目（百万円） (A)  28,982  27,934

補完的項目（百万円） (B)  885  987

  
その他有価証券評価差額金（評価益）

（百万円） 
   466  674

  金融商品取引責任準備金（百万円）    365  306

  一般貸倒引当金（百万円）    53  6

控除資産（百万円） (C)  4,165  3,858

固定化されていない自己資本（百万円）(A)＋(B)－(C) (D）  25,702  25,063

リスク相当額（百万円） (E)  2,662  2,551

  市場リスク相当額（百万円）    225  316

  取引先リスク相当額（百万円）    764  757

  基礎的リスク相当額（百万円）    1,672  1,476

自己資本規制比率（％）(D)／(E)×100    965.4  982.3

  受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 2,458,828  4,660,128  7,118,957

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 2,107,335  3,853,659  5,960,995

  受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 1,971  3,543  5,515

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 1,729  515  2,245
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３）受益証券 

４）その他 

受託取引の状況 

 上記のうち、受託取引の状況は、次のとおりであります。 

② 証券先物取引等の状況 

  最近２事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

１）株式に係る取引 

２）債券に係る取引 

  受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 18,760  1,512  20,273

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 15,958  39  15,998

  

新株予約権
証書（新株
予約権証券
を含む） 
（百万円） 

外国新株予
約権証券 
（百万円） 

コマーシャ
ル・ペーパ
ー 
（百万円） 

外国証書 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 －  －  －  －  －  －

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 －  －  －  －  －  －

  

新株予約権
証書（新株
予約権証券
を含む） 
（百万円） 

外国新株予
約権証券 
（百万円） 

コマーシャ
ル・ペーパ
ー 
（百万円） 

外国証書 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 －  －  －  －  －  －

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 －  －  －  －  －  －

  

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 2,225,368  11,302,195  3,112,762  481,418  17,121,745

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 1,428,700  7,853,337  1,940,643  480,604  11,703,285

  

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

第70期 
(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 271  －  －  －  271

第71期 
(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 4,028  －  －  －  4,028
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③ 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況 

 最近２事業年度における有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況は、

次のとおりであります。 

１）株券 

２）債券 

３）受益証券 

４）その他 

 コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。 

  

  引受高（百万円） 売出高（百万円） 
募集・売出しの取
扱高（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

第70期 

(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 14  －  0  －

第71期 

(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 －  －  1  －

  引受高（百万円） 売出高（百万円） 
募集・売出しの取
扱高（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

第70期 

(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 －  －  47  －

第71期 

(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 －  －  47  －

  引受高（百万円） 売出高（百万円） 
募集・売出しの取
扱高（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

第70期 

(平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日) 

 －  －  1,350  －

第71期 

(平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日) 

 －  －  4,492  －
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（５）その他業務の状況 

 最近２事業年度におけるその他業務の状況は、次のとおりであります。 

① 有価証券の保護預り業務 

 （注） 新株予約権証書は、新株予約権証券を含みます。 

② 信用取引に係る顧客への融資及び貸証券 

 （注） 株数には、証券投資信託受益証券の１口を１株として含めております。 

③ 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払並びに証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の

代理業務 

  

期別 区分 国内証券 外国証券 

第70期末 

（平成21年3月31日） 

株券（千株）  695,885  260

債券（百万円）  2,402  1,266

受益証券 

単位型（百万円）  －

 58
追加型 

株式（百万円）  5,660

公社債（百万円）  12,849

新株予約権証書（百万円）  －  －

第71期末 

（平成22年3月31日） 

株券（千株）  703,474  6,881

債券（百万円）  2,256  1,620

受益証券 

単位型（百万円）  －

 78
追加型 

株式（百万円）  8,714

公社債（百万円）  12,833

新株予約権証書（百万円）  －  －

区分 

顧客の委託に基づいて行った融資額とこれ
により顧客が買い付けている証券の数量 

顧客の委託に基づいて行った貸証券の数量
とこれにより顧客が売り付けている代金 

株数（千株） 金額（百万円） 株数（千株） 金額（百万円） 

第70期末 

（平成21年3月31日） 
 50,589  20,982  12,255  6,945

第71期末 

（平成22年3月31日） 
 70,021  30,378  11,943  6,221

区分 
第70期 

（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
第71期 

（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

債券取扱高（百万円）  －  －

受益証券取扱高（百万円）  54,481  52,810
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１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日 日本証券業協

会自主規制規則）に準拠して作成しております。 

 なお、第70期事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第71期事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第70期事業年度（自 平成20年４月１日 至 平

成21年３月31日）及び第71期事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）の財務諸表について、

京都監査法人により監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益

財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準の内容またはその変更等について情報収集に努めるとともに、内

容の確認及び把握を行っております。 

また、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーに参加しております。 

第５【経理の状況】
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１【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 10,684 10,462

預託金 49,421 43,424

顧客分別金信託 48,456 42,314

その他の預託金 965 1,109

トレーディング商品 22 556

商品有価証券等 22 556

約定見返勘定 7 6

信用取引資産 24,345 32,325

信用取引貸付金 20,982 30,378

信用取引借証券担保金 3,362 1,947

有価証券担保貸付金 432 671

借入有価証券担保金 432 671

立替金 57 46

顧客への立替金 3 0

その他の立替金 54 45

短期差入保証金 980 546

支払差金勘定 0 1

短期貸付金 9 8

前払金 1 0

前払費用 8 9

未収入金 482 76

未収収益 851 863

繰延税金資産 51 －

貸倒引当金 △53 △6

流動資産計 87,304 88,991

固定資産   

有形固定資産 ※1  748 ※1  652

建物 267 226

器具備品 96 78

土地 385 348

無形固定資産 372 808

ソフトウエア 347 783

電話加入権 24 24

投資その他の資産 3,917 4,143

投資有価証券 ※2  3,196 ※2  3,530

出資金 1 1

従業員に対する長期貸付金 52 41

長期差入保証金 265 273

長期前払費用 41 27

その他 733 550

貸倒引当金 △372 △280

固定資産計 5,038 5,605

資産合計 92,342 94,597
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 14,934 21,729

信用取引借入金 ※2  7,989 ※2  15,508

信用取引貸証券受入金 6,945 6,221

有価証券担保借入金 1,164 1,612

有価証券貸借取引受入金 1,164 1,612

預り金 20,751 19,704

顧客からの預り金 20,594 19,458

その他の預り金 157 245

受入保証金 21,837 18,671

受取差金勘定 － 0

短期借入金 2,400 2,400

1年内償還予定の社債 50 －

前受収益 － 2

未払金 50 67

未払費用 293 296

未払法人税等 － 37

賞与引当金 153 130

その他の流動負債 6 6

流動負債計 61,641 64,658

固定負債   

繰延税金負債 163 585

その他の固定負債 237 194

固定負債計 401 779

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 ※4  365 ※4  306

特別法上の準備金計 365 306

負債合計 62,407 65,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,004 10,004

資本剰余金   

資本準備金 4,890 4,890

資本剰余金合計 4,890 4,890

利益剰余金   

その他利益剰余金   

社会貢献積立金 40 40

別途積立金 15,100 14,410

繰越利益剰余金 41 △558

利益剰余金合計 15,181 13,891

自己株式 △608 △608

株主資本合計 29,467 28,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 466 674

評価・換算差額等合計 466 674

純資産合計 29,934 28,852

負債・純資産合計 92,342 94,597
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②【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受入手数料 3,924 3,534

委託手数料 3,647 3,210

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

0 －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

28 104

その他の受入手数料 248 219

トレーディング損益 ※1  1,397 ※1  1,023

金融収益 ※2  1,765 ※2  1,448

営業収益計 7,087 6,005

金融費用 ※9  515 ※9  337

純営業収益 6,571 5,667

販売費・一般管理費 6,918 6,085

取引関係費 ※3  1,440 ※3  1,180

人件費 ※4  2,657 ※4  2,436

不動産関係費 ※5  838 ※5  793

事務費 ※6  1,236 ※6  1,187

減価償却費 226 268

租税公課 ※7  85 ※7  88

貸倒引当金繰入れ 323 －

その他 ※8  109 ※8  130

営業損失（△） △347 △417

営業外収益 ※10  133 ※10  120

営業外費用 ※11  17 ※11  17

経常損失（△） △231 △314

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 84

金融商品取引責任準備金戻入 1,119 58

投資有価証券売却益 65 14

証券市場基盤整備基金拠出金戻入 23 －

固定資産売却益 2 ※12  14

特別利益計 1,211 172

特別損失   

有価証券評価減 874 61

店舗閉鎖損失 27 31

特別損失計 902 93

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 77 △235

法人税、住民税及び事業税 22 20

法人税等調整額 806 305

法人税等合計 828 326

当期純損失（△） △751 △561
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,004 10,004

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,004 10,004

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,890 4,890

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,890 4,890

利益剰余金   

その他利益剰余金   

社会貢献積立金   

前期末残高 23 40

当期変動額   

社会貢献積立金の積立 17 －

当期変動額合計 17 －

当期末残高 40 40

別途積立金   

前期末残高 14,400 15,100

当期変動額   

別途積立金の積立 700 －

別途積立金の取崩 － △690

当期変動額合計 700 △690

当期末残高 15,100 14,410

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,495 41

当期変動額   

社会貢献積立金の積立 △17 －

別途積立金の積立 △700 －

別途積立金の取崩 － 690

剰余金の配当 △985 △728

当期純損失（△） △751 △561

当期変動額合計 △2,454 △600

当期末残高 41 △558

利益剰余金合計   

前期末残高 16,918 15,181

当期変動額   

社会貢献積立金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △985 △728

当期純損失（△） △751 △561

当期変動額合計 △1,737 △1,290

当期末残高 15,181 13,891

39



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △91 △608

当期変動額   

自己株式の取得 △516 －

当期変動額合計 △516 －

当期末残高 △608 △608

株主資本合計   

前期末残高 31,721 29,467

当期変動額   

剰余金の配当 △985 △728

当期純損失（△） △751 △561

自己株式の取得 △516 －

当期変動額合計 △2,253 △1,290

当期末残高 29,467 28,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 460 466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 208

当期変動額合計 6 208

当期末残高 466 674

純資産合計   

前期末残高 32,181 29,934

当期変動額   

剰余金の配当 △985 △728

当期純損失（△） △751 △561

自己株式の取得 △516 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 208

当期変動額合計 △2,246 △1,082

当期末残高 29,934 28,852
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 77 △235

減価償却費 226 268

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） △118 △23

受取利息及び受取配当金 △1,871 △1,500

支払利息 515 330

為替差損益（△は益） － 6

有価証券評価減 874 61

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △1,484 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 365 △58

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 5,517 6,141

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

△22 △534

約定見返勘定の増減額（△は増加） 0 0

信用取引資産の増減額（△は増加） 24,332 △7,980

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） 470 △238

立替金の増減額（△は増加） △49 11

差入保証金の増減額（△は増加） △468 425

信用取引負債の増減額（△は減少） △6,017 6,795

信用取引に係る借入金の増減額（△は減少額） △4,600 －

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △4,138 447

預り金の増減額（△は減少） △982 △1,047

受入保証金の増減額（△は減少） △5,341 △3,166

その他 833 1,125

小計 8,019 690

利息及び配当金の受取額 2,077 1,518

利息の支払額 △522 △346

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △580 328

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,994 2,191

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △900

定期預金の払戻による収入 － 900

有形固定資産の取得による支出 △8 △40

有形固定資産の売却による収入 10 72

無形固定資産の取得による支出 △115 △579

長期前払費用の取得による支出 △2 △9

投資有価証券の取得による支出 △400 △4

投資有価証券の売却による収入 89 44

貸付金の回収による収入 13 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △414 △504
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △100 △50

自己株式の取得による支出 △516 －

配当金の支払額 △985 △731

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,601 △781

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,978 897

現金及び現金同等物の期首残高 2,221 9,199

現金及び現金同等物の期末残高 ※  9,199 ※  10,097
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【重要な会計方針】

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評

価方法 

 当社の行うトレーディング業務は、「取引所におい

て行う取引は、健全な市場機能の十分な発揮と委託取

引の円滑な執行に資すること」を踏まえ、一定の取扱

高の範囲内において、短期的な売買差益を獲得するこ

とであり、また、「取引所以外の取引については、公

正な価格形成と流通の円滑化を目的」としておりま

す。 

 当社は短期売買を主としているため、リスクが確定

しているか、若しくは評価益が実現、または見込まれ

る場合を除きトレーディング・ポジションを保有する

ことはありません。 

 当社のトレーディングにおける取扱商品は、株式や

債券に代表される商品有価証券のほか、株価指数の先

物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国

債証券の先物取引といった取引所取引のデリバティブ

取引等及び債券、ワラントの取引所以外の取引等であ

ります。 

１．有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評

価方法 

 同左 

（１）トレーディング商品に属する有価証券（売買目的

有価証券）等の評価基準及び評価方法 

 トレーディング商品に属する有価証券及びデリバ

ティブ取引等の評価基準及び評価方法については、

時価法を採用しております。 

（１）トレーディング商品に属する有価証券（売買目的

有価証券）等の評価基準及び評価方法 

同左 

（２）トレーディング商品に属さない有価証券の評価基

準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。 

（２）トレーディング商品に属さない有価証券の評価基

準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）については定額法）を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物 ３年～47年

器具備品 ３年～20年

２．固定資産の減価償却方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（３）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

  なお、当事業年度に係るファイナンス・リース取

引はありません。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

（３）リース資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

同左 

（２）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えるため、当社の所定の

計算方法による支給見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

同左 

（３）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。  

（３）退職給付引当金 

同左  

  

４．特別法上の準備金の計上基準 

金融商品取引責任準備金 

証券事故の損失に備えるため、金融商品取引法第

46条の５第１項及び「金融商品取引業等に関する内

閣府令」第175条第１項に定めるところにより算出し

た額を計上しております。 

（追加情報） 

金融商品取引法の施行に伴い、前事業年度まで旧証

券取引法第51条及び旧「証券会社に関する内閣府令」

第35条により算出していた「証券取引責任準備金」に

ついては、当事業年度より金融商品取引法第46条の５

第１項及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第

175条第１項に定めるところにより算出した「金融商

品取引責任準備金」へと変更しております。 

この変更により、従来と同一の方法によった場合と

比べ、当事業年度の税引前当期純利益は482百万円増

加しております。 

４．特別法上の準備金の計上基準 

金融商品取引責任準備金 

同左  

  

  

  

―――――― 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を適用しております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

【会計処理方法の変更】

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

以上の変更による影響額はありません。 

―――――― 

―――――― 

  

（退職給付引当金） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前当期

純損失に与える影響はありません。 
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産から控除した減価償却累計額 ※１．有形固定資産から控除した減価償却累計額 

  百万円

建物  462

器具備品  353

計  815

  百万円

建物  316

器具備品  378

計  695

※２．担保資産及び担保付債務 

信用取引借入金の担保として受入保証金代用有価

証券4,712百万円、投資有価証券119百万円、自己融

資見返り株券1,302百万円、先物取引証拠金等の担保

として受入証拠金代用有価証券80百万円、投資有価

証券1,732百万円、自己融資見返り株券1,360百万

円、当座借越金等の担保として投資有価証券808百万

円を差し入れております。 

※２．担保資産及び担保付債務 

信用取引借入金の担保として受入保証金代用有価

証券 百万円、投資有価証券 百万円、自己融

資見返り株券 百万円、先物取引証拠金等の担保

として受入証拠金代用有価証券 百万円、投資有価

証券 百万円、自己融資見返り株券 百万

円、当座借越金等の担保として投資有価証券 百

万円を差し入れております。 

8,470 402

1,420

157

1,462 1,434

1,142

 ３．（１）差し入れている有価証券等  ３．（１）差し入れている有価証券等 

  百万円

信用取引貸証券  7,018

信用取引借入金の本担保証券  7,989

消費貸借契約により貸し付けた
有価証券  

 1,047

差入証拠金代用有価証券  1,922

差入保証金代用有価証券  6,134

長期差入保証金代用有価証券  74

その他担保として差し入れた有
価証券 

 1,904

  百万円

信用取引貸証券  6,987

信用取引借入金の本担保証券  15,508

消費貸借契約により貸し付けた
有価証券  

 1,551

差入証拠金代用有価証券  691

差入保証金代用有価証券  10,293

長期差入保証金代用有価証券  16

その他担保として差し入れた有
価証券 

 3,331

（２）差し入れを受けている有価証券等 （２）差し入れを受けている有価証券等 

  百万円

信用取引貸付金の本担保証券  17,018

信用取引借証券  3,362

消費貸借契約により借り入れた

有価証券 

 388

受入証拠金代用有価証券  200

受入保証金代用有価証券  45,193

  百万円

信用取引貸付金の本担保証券  28,175

信用取引借証券  1,947

消費貸借契約により借り入れた

有価証券 

 653

受入証拠金代用有価証券  201

受入保証金代用有価証券  61,264

※４．特別法上の準備金 

 金融商品取引法の規定に基づく準備金を計上して

おります。準備金の計上を規定した法令の条項は、

下記のとおりであります。 

金融商品取引責任準備金 

金融商品取引法第46条の５第１項及び「金融商品

取引業等に関する内閣府令」第175条第１項に基づ

き計上しております。 

※４．特別法上の準備金 

同左  

 ５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 ５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

  百万円

当座貸越極度額の総額 20,300

借入実行残高 2,400

差引額 17,900

  百万円

当座貸越極度額の総額 20,300

借入実行残高 2,400

差引額 17,900

46



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 

  実現損益 評価損益 計

  百万円 百万円 百万円

株券等トレーデ

ィング損益 
1,337 － 1,337

債券等トレーデ

ィング損益 
70 △11 59

その他のトレー

ディング損益 
－ － －

計 1,408 △11 1,397

  実現損益 評価損益 計

  百万円 百万円 百万円

株券等トレーデ

ィング損益 
977 28 1,006

債券等トレーデ

ィング損益 
23 △5 17

その他のトレー

ディング損益 
－ － －

計 1,000 22 1,023

※２．金融収益の内訳は次のとおりであります。 ※２．金融収益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

信用取引収益 1,328

現先取引収益 14

有価証券貸借取引収益 85

受取債券利子 3

受取利息 39

その他 293

計 1,765

  百万円

信用取引収益 1,085

有価証券貸借取引収益 53

受取債券利子 9

受取利息 24

その他 276

計 1,448

※３．取引関係費の内訳は次のとおりであります。 ※３．取引関係費の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

支払手数料 215

取引所・協会費 346

通信・運送費 618

旅費・交通費 14

広告宣伝費 240

交際費 5

計 1,440

  百万円

支払手数料 201

取引所・協会費 302

通信・運送費 517

旅費・交通費 10

広告宣伝費 142

交際費 5

計 1,180

※４．人件費の内訳は次のとおりであります。 ※４．人件費の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

役員報酬 165

従業員給料 1,886

歩合外務員報酬 50

その他の報酬・給料 44

退職給付費用 84

福利厚生費 272

賞与引当金繰入れ 153

計 2,657

  百万円

役員報酬 133

従業員給料 1,721

歩合外務員報酬 36

その他の報酬・給料 48

退職給付費用 111

福利厚生費 256

賞与引当金繰入れ 130

計 2,436

※５．不動産関係費の内訳は次のとおりであります。 ※５．不動産関係費の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

不動産費 410

器具・備品費 427

計 838

  百万円

不動産費 379

器具・備品費 414

計 793
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※６．事務費の内訳は次のとおりであります。 ※６．事務費の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

事務委託費 1,189

事務用品費 47

計 1,236

  百万円

事務委託費 1,160

事務用品費 26

計 1,187

※７．租税公課の内訳は次のとおりであります。 ※７．租税公課の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

外形標準課税付加価値割額 8

外形標準課税資本割額 24

事業所税 6

印紙税 3

その他 43

計 85

  百万円

外形標準課税付加価値割額 7

外形標準課税資本割額 25

事業所税 6

印紙税 2

その他 47

計 88

※８．その他の販売費・一般管理費の内訳は次のとおり

であります。 

※８．その他の販売費・一般管理費の内訳は次のとおり

であります。 

  百万円

新聞書籍費 12

水道光熱費 29

燃料費 3

その他 63

計 109

  百万円

新聞書籍費 8

水道光熱費 24

燃料費 2

その他 95

計 130

※９．金融費用の内訳は次のとおりであります。 ※９．金融費用の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

信用取引費用 431

有価証券貸借取引費用 25

支払利息 58

その他 0

計 515

  百万円

信用取引費用 295

有価証券貸借取引費用 15

支払利息 20

その他 7

計 337

※10．営業外収益のうち、103百万円は投資有価証券の受

取配当金であります。 

※10．営業外収益は、投資有価証券の受取配当金50百万

円及び海外証券投資ファンドの運用益43百万円など

であります。 

※11．営業外費用のうち、９百万円は店舗移転に伴う費

用及び４百万円はあっせん和解金によるものであり

ます。 

※11．営業外費用は、システム導入費用４百万円、店舗

移転に伴う費用３百万円及びあっせん和解金３百万

円などであります。 

※12．             ―――――――― ※12．固定資産売却益は、土地９百万円及び建物４百万

円であります。 
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加462,125株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加462,000株、単

元未満株式の買取りによる増加125株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  25,012,800  －  －  25,012,800

合計  25,012,800  －  －  25,012,800

自己株式         

普通株式（注）  266,373  462,125  －  728,498

合計  266,373  462,125  －  728,498

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月22日 

取締役会 
普通株式  742  30 平成20年３月31日 平成20年６月９日 

平成20年10月24日 

取締役会 
普通株式  243  10 平成20年９月30日 平成20年11月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月18日 

取締役会 
普通株式  485 利益剰余金   20 平成21年３月31日 平成21年６月４日
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  

  

  

  

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  25,012,800  －  －  25,012,800

合計  25,012,800  －  －  25,012,800

自己株式         

普通株式  728,498  －  －  728,498

合計  728,498  －  －  728,498

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月18日 

取締役会 
普通株式  485  20 平成21年３月31日 平成21年６月４日 

平成21年10月26日 

取締役会 
普通株式  242  10 平成21年９月30日 平成21年12月７日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月21日 

取締役会 
普通株式  242 利益剰余金   10 平成22年３月31日 平成22年６月14日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

  百万円

現金・預金勘定 10,684

金融商品取引責任準備金預金 △1,484

現金及び現金同等物 9,199

  百万円

現金・預金勘定 10,462

金融商品取引責任準備金預金 △365

現金及び現金同等物 10,097
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

主として、株価テレビやシステム端末であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却方法」に

記載のとおりであります。  

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

同左 

②リース資産の減価償却の方法 

同左  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は以下のとおりであ

ります。  

同左 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
（百万円） 

減価償却累 
計額相当額 
（百万円） 

期末残高 
相当額 
（百万円）

器具備品  215  147  68

その他  7  6  0

合計  222  153  69

  
取得価額 
相当額 
（百万円） 

減価償却累 
計額相当額 
（百万円） 

期末残高 
相当額 
（百万円）

器具備品  174  142  31

その他  －  －  －

合計  174  142  31

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  百万円

１年内  38

１年超  34

合計  73

  百万円

１年内  19

１年超  13

合計  33

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  百万円

支払リース料  54

減価償却費相当額  48

支払利息相当額  4

  百万円

支払リース料  40

減価償却費相当額  36

支払利息相当額  2

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社は、証券会社として、取引所金融商品市場における有価証券の売買等の取次ぎを行う委託売買業

務（ブローカー業務）、有価証券の売買等を行う自己売買業務（ディーリング業務）、有価証券の引受

け等を行う引受業務（アンダーライター業務）、有価証券の募集若しくは売出しの取扱い業務など、金

融商品取引法に規定する金融商品取引業及びそれに付随する業務を主たる業務として行っております。

当社の資金の運用につきましては、短期売買を主としたディーリング業務を一定の取扱高の範囲内に

おいて行っており、また一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用しております。資金の調達に

つきましては、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。 

当社の金融資産と金融負債との間に関連があるものとしまして、信用取引貸付金と信用取引借入金と

の間に、信用取引借証券担保金と信用取引貸証券受入金との間に関連があります。これは、信用取引に

係る顧客への金銭又は有価証券の貸付けにおいて、貸借取引等を通じて証券金融会社から金銭又は有価

証券の借り入れを行っていることによるものであります。 

また、顧客分別金信託と顧客からの預り金及び受入保証金との間に関連があります。これは、金融商

品取引法の規定に基づき、顧客から預託を受けた金銭は自己財産と分別して管理し、顧客分別金信託と

して信託会社等に信託しなければならないことによるものであります。 
  

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

顧客分別金信託は、金融商品取引法第43条の２第２項に基づき顧客から預託を受けた金銭を信託会社

等に信託しているものであり、信託法により信託財産の独立性が確保されております。 

その他の預託金は、主に金融商品取引法第43条の３第２項に基づき顧客から預託を受けた金銭を信託

会社等に信託しているものであり、信託法により信託財産の独立性が確保されております。 

商品有価証券等は、トレーディングの目的をもって自己の計算により売買した有価証券であり、それ

ぞれ発行体の信用リスク、外貨の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。 

信用取引貸付金は、顧客の信用取引に係る有価証券の買付代金相当額であり、その担保として顧客か

ら買付有価証券及び委託保証金を受け入れておりますが、急激な株式相場の下落等に伴い顧客に損失金

等が発生した場合に、顧客が委託保証金の追加差し入れに応じないことなどによって当該貸付金が回収

できなくなる顧客の信用リスクに晒されております。 

また、信用取引借証券担保金は、貸借取引により証券金融会社等に差し入れている借証券担保金であ

り、当該取引先の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に国内株式のほか外国株式及び外国証券投資ファンドであり、純投資目的及び事

業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、市場価格の変動リスク及び

外貨の変動リスクに晒されております。 

信用取引借入金は、証券金融会社等からの貸借取引に係る借入金であり、急激な株式相場の急落によ

る差入担保価値の下落や当社の財務状況の悪化等により返済できなくなる流動性リスクに晒されており

ます。 

また、信用取引貸証券受入金は、顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、担保とし

て顧客から委託保証金を受け入れておりますが、急激な株式相場の上昇等に伴い顧客に損失金等が発生

した場合に、顧客が委託保証金の追加差し入れに応じないことなどによって当該貸付有価証券が回収で

きなくなる顧客の信用リスクに晒されております。 

有価証券担保借入金は、株式貸借取引等の消費貸借契約に基づき貸し付けた有価証券の担保として当

該取引相手方より受け入れている取引担保金であり、当該取引相手方の破綻等により差入有価証券が回

収できなくなる当該取引相手方の信用リスク、また当社の財務状況の悪化等により借入金を返済できな

くなる流動性リスクに晒されております。 

顧客からの預り金は、有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金であり、金融商品取引法に

基づき信託会社等に信託しており、信託法により信託財産の独立性が確保されております。 

（金融商品関係）
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受入保証金は、顧客から受け入れた信用取引の委託保証金、先物・オプション取引の委託証拠金、外

国為替証拠金取引の取引証拠金、ＣＦＤ（差金決済）取引の取引証拠金であります。このうち、信用取

引の委託保証金及び先物・オプション取引の委託証拠金は、金融商品取引法に基づき、顧客分別金信託

として信託会社等に信託し、外国為替証拠金取引の取引証拠金は顧客区分管理信託として信託会社に信

託しており、信託法により信託財産の独立性が確保されております。なお、外国為替証拠金取引の取引

証拠金のうち取引所取引に係る取引証拠金は証券取引所に直接預託しております。ＣＦＤ（差金決済）

取引の取引証拠金は、金融商品取引法に基づき自己の資産と区分して管理するため、信託会社に信託し

ており、信託法により信託財産の独立性が確保されております。 

短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、銀行との当座貸越契約による市場金利連動型の借入で

あり、返済期日にその返済を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。 
  

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社は、当社のリスク管理規程に従い、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損

失の危険をあらかじめ定めた限度枠（取引先リスク枠）の範囲内に収めることで管理しております。 

取引先リスク枠の管理においては、当社のリスク管理規程で定めるリスク算定基準並びにリスク算定

マニュアルに従い、エクイティセンター、商品戦略企画センター及び財務課が毎日リスク算定を行い、

財務部は算定された取引先リスク額が所定の枠内に収まっていることを毎日モニタリングし、内部管理

統括責任者に報告を行っております。 

また、毎月末の取引先リスクに係る取引先リスク相当額を算出し、翌月の取締役会に報告しておりま

す。 

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、財務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行う

ことで管理しております。  

② 市場リスクの管理 

当社は、当社のリスク管理規程に従い、市場リスクをあらかじめ定めた限度額（市場リスク枠）の範

囲内に収めることで管理しております。 

取締役会で決定された市場リスク枠の管理は、当社の自己売買取引に関する細則に従い、ディーリン

グ本部長が毎日行っており、財務部は、当社のリスク管理規程で定めるリスク算定基準並びにリスク算

定マニュアルに従い、自己売買取引において発生した株式リスク（株価の変動による株券等の価格の変

動により発生し得るリスク）及び外国為替リスク（外国為替相場の変動による外国為替等の価格の変動

により発生し得るリスク）の額を計測するとともに所定の枠内に収まっていることを確認し、内部管理

統括責任者に毎日報告しております。 

また、投資有価証券の保有については、個別の案件ごとに取締役会で決定しております。投資有価証

券に係る市場リスクの管理については、財務部は、当社のリスク管理規程で定めるリスク算定基準並び

にリスク算定マニュアルに従い、当該投資有価証券に係る株式リスク及び外国為替リスクの市場リスク

相当額を算出し、翌月の取締役会に報告しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社は、財務部において資金管理を一元的に行っております。金融機関との当座貸越契約の締結や、

資金調達手段の多様化などによって流動性リスクを管理しております。  
  

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合には、当該価額が異なることがあります。   
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参

照)。                       

  
（※1）信用取引貸付金に対応する一般貸倒引当金５百万円は控除しておりません。 

  

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資産 

(1) 現金・預金 

満期のない預金は、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。満期

のある預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によ

っております。外貨預金は、決算日の直物為替相場により円換算しております。 

(2) 預託金 

① 顧客分別金信託、② その他の預託金 

時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(3) トレーディング商品 

① 商品有価証券等 

これらの時価について、外貨建債券は金融機関から提示された価格によっており、受益証券は公表

されている基準価格によっております。 

商品有価証券等において、当事業年度の損益に含まれた評価差額は、22百万円であります。 

(4) 信用取引資産 

① 信用取引貸付金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。 

② 信用取引借証券担保金 

信用取引借証券担保金は、証券金融会社から貸借取引で借入れた有価証券の価額に相当する金額を

証券金融会社に担保として差入れ、借入れた有価証券の価額を毎日値洗いにより更新差金の授受を行

っており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

  
貸借対照表計上額 

（百万円）  
時  価 
（百万円）  

差  額 
（百万円）  

(1) 現金・預金 

(2) 預託金 

①顧客分別金信託 

②その他の預託金 

(3) トレーディング商品 

 ①商品有価証券等 

(4) 信用取引資産 

 ①信用取引貸付金 (※1) 

 ②信用取引借証券担保金 

(5) 投資有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,462

43,424

42,314

1,109

556

556

32,325

30,378

1,947

2,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,462

43,424

42,314

1,109

556

556

32,325

30,378

1,947

2,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

資産計  88,786  88,786  －

(1) 信用取引負債 

 ①信用取引借入金 

 ②信用取引貸証券受入金 

(2) 有価証券担保借入金 

(3) 預り金 

(4) 受入保証金 

(5) 短期借入金 

 

 

 

 

 

 

 

21,729

15,508

6,221

1,612

19,704

18,671

2,400

 

 

 

 

 

 

 

21,729

15,508

6,221

1,612

19,704

18,671

2,400

 

 

 

 

 

 

 

－

－

－

－

－

－

－

負債計  64,117  64,117  －
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(5) 投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、海外証券投資ファンドは海外取引所の

価格により算出された外貨建て時価を決算日の直物為替相場により円換算しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下の通りであります。 

1) 売買目的有価証券については、当社はトレーディング商品として計上しており、当事業年度の損益

に含まれた評価差額は、22百万円であります。 

2) 満期保有目的の債券はありません。 

3) その他有価証券の当事業年度中の売却額は44百万円であり、売却益の合計額は14百万円でありま

す。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額に

ついては、注記事項「有価証券及びデリバティブ取引の状況」をご参照下さい。  

4) 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。 

  

負債 

(1) 信用取引負債 

① 信用取引借入金 

信用取引借入金は、証券金融会社に担保として差入れた有価証券の価額に相当する金額を証券金融

会社から借入れ、差入れた有価証券の価額を毎日値洗いにより更新差金の授受を行っており、時価は

帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

② 信用取引貸証券受入金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。 

(2) 有価証券担保借入金 

有価証券担保借入金は、同業者に差入れた有価証券の価額に相当する金額を当該同業者から借入

れ、差入れた有価証券の価額を毎日値洗いにより更新差金の授受を行っており、時価は帳簿価額と近

似していることから当該帳簿価額によっております。 

(3) 預り金、(4)受入保証金 

これらは決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。  

(5) 短期借入金  

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によって

おります。 

  

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の

「資産 (5) 投資有価証券」には含まれておりません。                      

（※1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時

価開示の対象とはしておりません。 

（※2）当事業年度において、非上場株式について61百万円の減損処理を行っております。 

  

区  分 
貸借対照表計上額 

（百万円）  

非上場株式（※1）（※2）  1,513

合計  1,513
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（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額               

  
  

（注4）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。  

   

  1年以内 
（百万円） 

1年超2年以内
（百万円）

2年超3年以内
（百万円）

3年超4年以内
（百万円）

4年超5年以内 
（百万円） 

5年超 
（百万円）

現金・預金 

預託金 

① 顧客分別金信託 

② その他の預託金 

トレーディング商品 

① 商品有価証券等 

信用取引資産 

① 信用取引貸付金 

② 信用取引借証券担保金 

投資有価証券 

  その他有価証券のうち 

満期のあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

10,462

13,424

12,314

1,109

556

556

32,325

30,378

1,947

151

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

－

20,000

20,000

－

－

－

－

－

－

－

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

－

10,000

10,000

－

－

－

－

－

－

－

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

合計  56,920  20,000  －  －  10,000  －

  1年以内 
（百万円） 

1年超2年以内
（百万円）

2年超3年以内
（百万円）

3年超4年以内
（百万円）

4年超5年以内 
（百万円） 

5年超 
（百万円）

信用取引借入金 

有価証券担保借入金 

短期借入金 

 

 

 

15,508

1,612

2,400

 

 

 

－

－

－

 

 

 

－

－

－

 

 

 

－

－

－

 

 

 

－

－

－

 

 

 

－

－

－

合計  19,520  －  －  －  －  －
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１．トレーディングに係るもの 

(1）トレーディングの状況に関する事項 

  

（有価証券及びデリバティブ取引の状況）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

① トレーディングの内容、取組方針及び利用目的 

 当社の行うトレーディング業務は、「取引所におい

て行う取引は、健全な市場機能の十分な発揮と委託取

引の円滑な執行に資すること」を踏まえ、一定の取扱

高の範囲内において、短期的な売買差益を獲得するこ

とであり、また、「取引所以外の取引については、公

正な価格形成と流通の円滑化を目的」としておりま

す。 

 当社は短期売買を主としているため、リスクが確定

しているか若しくは評価益が実現、または見込まれる

場合を除きトレーディング・ポジションを保有するこ

とはありません。 

 当社のトレーディングにおける取扱商品は、株式や

債券に代表される商品有価証券のほか、株価指数の先

物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国

債証券の先物取引といった取引所取引のデリバティブ

取引等及び債券、ワラントの取引所以外の取引等であ

ります。 

① トレーディングの内容、取組方針及び利用目的 

同左 

② トレーディングに係るリスクの内容 

 トレーディング業務に伴って当社の財務状況に影響

を与えるリスクとして、トレーディングの結果発生し

たポジションの価値が市場価格の変動に係るリスク

（市場リスク）及び取引相手先が契約を履行できなく

なる場合に発生するリスク（取引先リスク）があげら

れます。 

② トレーディングに係るリスクの内容 

同左 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

 当社のリスク管理の基本は、財務の健全性に留意す

るとともに、危険の回避に努めることにあります。そ

のため、当社は取締役会において運用の基本方針を定

め、財務状況の変化に応じて適宜これを見直しており

ます。市場リスクについては、財務部が、自己取引の

実施権限を有する組織におけるリスク相当額を日々計

測するとともに、所定の枠内に収まっていることを確

認しております。また、取引先リスクについては財務

部が毎日モニタリングし、取引先リスク枠の範囲内で

あることを確認しております。更に、内部管理統括責

任者が各部署からの報告によりトレーディングの成果

及びリスクの状況等をモニターするとともに、最終的

には財務部より経営陣に報告しております。 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

同左 
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(2)売買目的有価証券 

(3）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

前事業年度（平成21年３月31日）及び当事業年度（平成22年３月31日）  

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

  

２．トレーディングに係るもの以外 

前事業年度（平成21年３月31日）  

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１．当事業年度の「取得原価」は、736百万円を減損処理した後計上した金額であります。 

２．株式の減損にあたっては、下記の合理的な社内基準に基づいて減損処理を行っております。 

(2）当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

  

種類 

前事業年度末（平成21年３月31日） 当事業年度末（平成22年３月31日） 

資産 負債 資産 負債 

貸借対照表

計上額 

  

（百万円） 

損益に含ま

れた評価差

額 

（百万円） 

貸借対照表

計上額 

  

（百万円）

損益に含ま

れた評価差

額 

（百万円）

貸借対照表

計上額 

  

（百万円）

損益に含ま

れた評価差

額 

（百万円） 

貸借対照表

計上額 

  

（百万円） 

損益に含ま

れた評価差

額 

（百万円） 

債券  22  △11 － －  27  △5  －  －

受益証券  －  － － －  528  28  －  －

合計  22  △11 － －  556  22  －  －

  種類
取得原価

（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  139  924  785

(2）その他  100  107  6

小計  239  1,032  792

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  926  926  －

(2）その他  －  －  －

小計  926  926  －

合計  1,166  1,959  792

時価の下落率が30％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理を行わない。 

売却額  
（百万円）  

売却益の合計額  
（百万円）  

売却損の合計額  
（百万円）  

 89  65  －
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(3）時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）「貸借対照表計上額」は、138百万円を減損処理した後計上した金額であります。 

  

(4）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

期末残高がないため、該当事項はありません。  

  

当事業年度（平成22年３月31日）  

(1）その他有価証券 

（注）１．非上場株式（貸借対照表計上額 1,513百万円）については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

２．株式の減損にあたっては、下記の合理的な社内基準に基づいて減損処理を行っております。 

(2）当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日） 

(3）減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、その他の有価証券について61百万円の減損処理を行っております。 

  

(4）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

期末残高がないため、該当事項はありません。  

  貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  1,236

  種類
貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式  1,503  258  1,245

(2）その他  151  100  50

小計  1,655  359  1,295

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1）株式  361  444  △83

(2）その他  －  －  －

小計  361  444  △83

合計  2,016  804  1,212

時価の下落率が30％以上の場合 減損処理を行う。 

時価の下落率が30％未満の場合 減損処理を行わない。 

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1）株式  44  14  －

(2）その他  －  －  －

合計  44  14  －
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設

けております。 

なお、第29期から適格退職年金制度（年金移行割合 

100％）を採用し、平成２年８月より全従業員を対象に

全面移行いたしました。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設

けております。 

なお、第29期から適格退職年金制度（年金移行割合 

％）を採用し、平成２年８月より全従業員を対象に

全面移行いたしました。 

100

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

  百万円

① 退職給付債務  △1,012

② 未認識数理計算上の差異  295

③ 年金資産        986

④ 前払年金費用  268

  百万円

① 退職給付債務  △1,048

② 未認識数理計算上の差異  102

③ 年金資産        1,187

④ 前払年金費用  242

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

   百万円

① 勤務費用  74

② 利息費用  20

③ 期待運用収益  △26

④ 数理計算上の差異の費用処理額  16

⑤ 退職給付費用  84

   百万円

① 勤務費用  69

② 利息費用  20

③ 期待運用収益  △19

④ 数理計算上の差異の費用処理額  41

⑤ 退職給付費用  111

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準

② 割引率 ％2.0

③ 期待運用収益率   ％2.0

④ 数理計算上の差異の処理年数  年10

① 退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準

② 割引率 ％2.0

③ 期待運用収益率   ％2.0

④ 数理計算上の差異の処理年数  年10

（数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしております。） 

（数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしております。） 

10

（ストック・オプション等関係）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳 

（税効果会計関係）

         （単位：百万円）

  
前事業年度 

（平成21年３月31日現在）
  

当事業年度 
（平成22年３月31日現在）

繰延税金資産             

未払事業税 －   6

賞与引当金 69   59

長期未払金   69      69  

外務員厚生積立金   26      9  

減価償却の償却超過額   9      8  

未払事業所税   2      2  

一括償却資産の償却超過額   1      1  

貸倒引当金   164      72  

金融商品取引責任準備金   148      124  

有価証券評価減   350      363  

ゴルフ会員権評価減    6      6  

減損損失    34      3  

繰越欠損金    235      461  

繰延税金資産小計   1,119      1,189  

評価性引当額   △782      △1,189  

繰延税金資産計   336      －  

繰延税金負債               

未収還付事業税   20      －  

前払年金費用   109      98  

その他有価証券評価差額金   319      486  

繰延税金負債計   448      585  

繰延税金負債の純額    112      585  

  
前事業年度 

（平成21年３月31日現在）
  

当事業年度 
（平成22年３月31日現在）

法定実効税率 ％ 40.6 ％ 40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％ 2.8   ％ △0.9

住民税均等割   ％ 31.9     ％ △8.9

評価性引当額の増減    ％ 1,014.2      ％ △172.7

寄付金限度超過額    ％ 10.3      ％ －

受取配当等の益金不算入額    ％ △23.2      ％ 3.4

その他    ％ △2.8      ％ －

税効果会計適用後の法人税等の負担率    ％ 1,073.8      ％ △138.5
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

   

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

賃貸等不動産については、総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

   

  

 （注） １株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   

（持分法損益等）

（賃貸等不動産関係）

【関連当事者情報】

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,232.67

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △30.69

１株当たり純資産額 円 1,188.10

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △23.13

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失金額（△）であり、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失金額（△）であり、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純損失（△）（百万円）  △751  △561

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（△） 

（百万円） 
 △751  △561

期中平均株式数（千株）  24,480  24,284
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前事業年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日） 

１．コスモ証券株式会社の子会社化について 

当社は、平成22年４月15日開催の臨時取締役会において、株式会社ＣＳＫホールディングスからコスモ証

券株式会社の全株式を取得することを決議し、平成22年４月16日付でコスモ証券株式会社の全株式を取得

し、子会社化いたしました。 

  

（1）被取得企業の名称、被取得企業の事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

  

（2）被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

  

（3）取得資金の調達方法 

自己資金及び借入金 

    

（重要な後発事象）

被取得企業の名称   コスモ証券株式会社 

被取得企業の事業内容   金融商品取引業 

企業結合を行った主な理由  
 非対面取引に強みを持つ当社と対面取引が主体のコスモ証券株式会社
が相互に補完しあうことでシナジー効果を発揮すること、及び企業価
値の向上を目指すため。 

企業結合日   平成22年４月16日 

企業結合の法的形式   現金を対価とする株式取得 

結合後企業の名称   変更はありません。 

取得した議決権比率   100％ 

取得原価  コスモ証券株式会社の普通株式  17,000百万円

取得に直接要した費用  調査費等  124百万円

取得原価    17,124百万円
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２．会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更 

当社は、会社分割により持株会社体制へ移行するため、平成22年５月21日開催の取締役会において、平成

22年７月１日を効力発生日として、当社の営む証券営業及びコンプライアンス業務を100％子会社である

「岩井証券設立準備株式会社」に、バックオフィス事業を100％孫会社である「コスモエンタープライズ株

式会社」に、また、100％子会社である「コスモ証券株式会社」の資産等管理事業を当社に、それぞれ吸収

分割の方法により承継させること（以下「本吸収分割」といいます）を決議し、本吸収分割に係る吸収分割

契約をそれぞれ締結いたしました。 

また、この持株会社体制への移行は、平成22年６月29日開催の第71回定時株主総会において承認決議され

ております。 

なお、当社は、本吸収分割の効力が発生することを条件として、平成22年７月１日付で「岩井コスモホー

ルディングス株式会社」に商号を変更することを、平成22年６月29日開催の第71回定時株主総会において承

認決議されております。 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及び当該事業の内容 

  
（2）企業結合日 

平成22年７月１日 

（3）企業結合の法的形式 

当社を分割会社とし、当社の100％子会社である岩井証券設立準備株式会社と当社の100％孫会社であるコ

スモエンタープライズ株式会社を承継会社とする分社型吸収分割であります。 

また、当社の100％子会社であるコスモ証券株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする分社型吸収

分割であります。 

（4）結合後企業の名称 

岩井コスモホールディングス株式会社（結合前 岩井証券株式会社） 

岩井証券株式会社（結合前 岩井証券設立準備株式会社）  

岩井コスモビジネスサービス株式会社（結合前 コスモエンタープライズ株式会社） 

（5）その他取引の概要に関する事項 

① 会社分割の目的 

本吸収分割は、当社グループの持株会社体制への移行に際し、当社の営む証券事業等を当社子会社である

岩井証券設立準備株式会社とコスモエンタープライズ株式会社に、また、コスモ証券株式会社の資産等管理

事業を当社に、それぞれ承継させることを目的とするものです。 

当社は、平成22年４月16日にコスモ証券株式会社の全株式を取得し、完全子会社化いたしましたが、当社

グループの戦略立案や適正な経営資源の配分、すなわち効率的な経営を行うためには、持株会社化を中心と

した組織再編が必要であり、また、その体制が、当社グループの企業価値の向上のため最も適切との判断に

至ったものであります。 

② 分割に係る割当ての内容及びその算出根拠 

承継会社である岩井証券設立準備株式会社は、当社の完全子会社であることから、承継会社が分割会社で

ある当社に交付する普通株式数については、両社が協議のうえ決定しており、第三者機関による算定は実施

しておりません。  

岩井証券設立準備株式会社は、分割に際して普通株式295,000株を発行し、当社に対してそのすべてを割

当てます。 

また、当社は、分割に際して現金を対価としてコスモ証券株式会社に対して支払います。 

分割会社 承継会社 事業の名称 事業の内容 

岩井証券株式会社 岩井証券設立準備株式会社 金融商品取引業 
金融商品取引営業業務 
及びコンプライアンス業務 

岩井証券株式会社 コスモエンタープライズ株式会社 バックオフィス事業 
総務・人事業務 
証券事務業務  

コスモ証券株式会社 岩井証券株式会社 資産等管理事業 
関係会社等管理業務 
投資有価証券等管理業務  
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③ 分割により増減する資本金等 

それぞれの分割により減少する資本金等はありません。 

④ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社とコスモ証券株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

⑤ 承継会社が承継する権利義務 

それぞれの承継会社は、本吸収分割に係る分割契約に別段の定めがあるものを除き、当社とコスモ証券株

式会社の平成22年3月31日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日ま

での増減を加減した本事業に関する資産、負債及び一切の債権債務、雇用契約その他の権利義務の全てを、

効力発生日において当社とコスモ証券株式会社から承継するものとします。 

なお、本吸収分割により当社とコスモ証券株式会社からそれぞれ承継会社が承継する債務については、免

責的債務引受の方法によるものとします。 

⑥ 債務履行の見込み 

本吸収分割において、分割会社に残存する資産の額と承継会社に承継する資産の額は、ともに分割会社に

残存する負債の額及び承継会社に承継する負債の額をそれぞれ上回っており、収益状況においても負担すべ

き債務の履行に支障を及ぼす事態が予想されないことから、債務履行の見込みは十分に確保されていると判

断します。  

⑦ 分割当事会社の概要 

1）分割会社 岩井証券株式会社（注1）  

承継会社 岩井証券設立準備株式会社（注2） 

（注1） 平成22年７月１日付で「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号変更 

（注2） 平成22年７月１日付で「岩井証券株式会社」に商号変更 

（注3） 平成22年５月１日付で「株式会社池田泉州銀行」に商号変更 

  

  分割会社 
平成22年３月31日現在 

承継会社 
平成22年４月16日設立時現在 

1．商号 岩井証券株式会社 岩井証券設立準備株式会社 

2．事業内容 
金融商品取引業及びそれに付随する業務
等 

金融商品取引業及びそれに付随する業務
等 

3．設立年月日 昭和19年７月４日 平成22年４月16日 

4．本店所在地 大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号 大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

5．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  沖津 嘉昭 代表取締役  沖津 嘉昭 

6．資本金 10,004,000,000円 50,000,000円 

7．発行済株式数 25,012,800株 5,000株 

8．決算期 ３月31日 ３月31日 

9．従業員数 333名（単体） ０名（単体） 

10.主要取引先 個人投資家 現在営業実績はありません 

11.大株主及び持株比率 

吉本興業株式会社     5.1％ 

株式会社泉州銀行（注3）5.0％ 

株式会社りそな銀行   4.2％ 

（自己株式除く） 

岩井証券株式会社   100.0％ 

12.主要取引銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社泉州銀行（注3） 

株式会社住友信託銀行 

該当事項はありません 

13.当事会社間の関係等 

資本関係 承継会社は分割会社の100％子会社です。 

人的関係 承継会社の役員は、全員、分割会社の役員を兼務するものです。 

取引関係 
承継会社は、現在、事業を開始していないため、分割会社との取引関
係はありません。 
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2）分割会社 岩井証券株式会社（注1） 

承継会社 コスモエンタープライズ株式会社（注2） 

（注1） 平成22年７月１日付で「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号変更 

（注2） 平成22年７月１日付で「岩井コスモビジネスサービス株式会社」に商号変更 

（注3） 平成22年５月１日付で「株式会社池田泉州銀行」に商号変更 

  

  分割会社 
平成22年３月31日現在 

承継会社 
平成22年３月31日現在 

1．商号 岩井証券株式会社 コスモエンタープライズ株式会社 

2．事業内容 
金融商品取引業及びそれに付随する業務
等 

証券事務代行及び人材派遣業務等 

3．設立年月日 昭和19年７月４日 昭和62年12月１日 

4．本店所在地 大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 

5．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  沖津 嘉昭 代表取締役社長  岡 隆昭 

6．資本金 10,004,000,000円 60,000,000円 

7．発行済株式数 25,012,800株 1,200株 

8．決算期 ３月31日 ３月31日 

9．従業員数 333名（単体） 58名（単体） 

10.主要取引先 個人投資家 コスモ証券株式会社 

11.大株主及び持株比率 

吉本興業株式会社     5.1％ 

株式会社泉州銀行（注3）5.0％ 

株式会社りそな銀行   4.2％ 

（自己株式除く） 

コスモ証券株式会社   100.0％ 

12.主要取引銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社泉州銀行（注3） 

株式会社住友信託銀行 

株式会社りそな銀行 

13.当事会社間の関係等 

資本関係 承継会社は分割会社の100％孫会社です。 

人的関係 承継会社の役員は、一部、分割会社の役員を兼務するものです。 

取引関係 承継会社は分割会社との取引関係はありません。 
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3）分割会社 コスモ証券株式会社  

承継会社 岩井証券株式会社（注1） 

（注1） 平成22年７月１日付で「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号変更 

（注2） 平成22年５月１日付で「株式会社池田泉州銀行」に商号変更 

  

  分割会社 
平成22年３月31日現在 

承継会社 
平成22年３月31日現在 

1．商号 コスモ証券株式会社 岩井証券株式会社 

2．事業内容 
金融商品取引業及びそれに付随する業務

等 

金融商品取引業及びそれに付随する業務

等 

3．設立年月日 大正６年12月18日 昭和19年７月４日 

4．本店所在地 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

5．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  金森 巧 代表取締役社長  沖津 嘉昭 

6．資本金 13,500,000,000円 10,004,000,000円 

7．発行済株式数 40,000,000株 25,012,800株 

8．決算期 ３月31日 ３月31日 

9．従業員数 919名（連結） 333名（単体） 

10.主要取引先 個人投資家 個人投資家 

11.大株主及び持株比率 
岩井証券株式会社  100.0％ 

（平成22年４月16日現在） 

吉本興業株式会社     5.1％ 

株式会社泉州銀行（注2）5.0％ 

株式会社りそな銀行   4.2％ 

（自己株式除く） 

12.主要取引銀行 
株式会社りそな銀行 

株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社泉州銀行（注2） 

株式会社住友信託銀行 

13.当事会社間の関係等 

資本関係 分割会社は承継会社の100％子会社です。 

人的関係 分割会社の役員は、一部、承継会社の役員を兼務するものです。 

取引関係 承継会社は分割会社との取引関係はありません。 
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4）会社分割後の上場会社の状況 

  

  

  

    

1．商号 岩井コスモホールディングス株式会社 

2．事業内容 

主に、次の事業を営む会社の株式所有による当該会社の事業活動の支配及

び管理、並びにこれに付帯・関連する業務 

（1）金融商品取引法に規定する金融商品取引業 

（2）その他の金融サービス及びそれに付帯する一切の業務 

3．本店所在地 大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

4．代表者の役職・氏名 代表取締役社長  沖津 嘉昭 

5．資本金 10,004百万円 

6．決算期 3月31日 

7．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号）に基づき共通支配下の取引として処理する予定であります。 

8．今後の見通し 

A.分割後の連結業績見通し 

承継会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽

微です。 

B.分割後の単独業績見通し 

本吸収分割後、当社の事業の大部分が承継会社に承継され、当社は持株

会社となる結果、当社の収入は子会社からの配当収入及び経営指導料等

が中心となり、費用は持株会社としての機能に係るものが中心となる予

定です。 
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【株式】 

（注） クオンタム・エンターテイメント株式会社は、平成22年６月１日に吉本興業株式会社と合併し、吉本興業株式会

社に商号変更しております。 

  

【債券】 

【その他】 

  

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

投資有価
証券  

その他有

価証券 

 銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式会社大阪証券取引所  2,400  1,173

株式会社東京証券取引所グループ  20,000  808

株式会社池田泉州ホールディングス  2,128,860  361

クオンタム・エンターテイメント株式会社（注）  10,000  333

大阪証券金融株式会社優先株式   1,500,000  300

平和不動産株式会社   486,500  136

株式会社ファルコＳＤホールディングス   137,000  127

新光投信株式会社  2,321  51

株式会社りそなホールディングス  24,675  29

大阪証券金融株式会社  74,000  14

その他（8銘柄）  97,639  41

計  4,483,395  3,378

商品有価証
券 

売買目的
有価証券 

銘柄 券面総額 
貸借対照表計上額

（百万円） 

国際金融公社 ブラジルレアル建債

券（円貨決済型） 
万ブラジルレアル 54  27

計 万ブラジルレアル 54  27

 商品有価証

券 

 売買目的

有価証券 

種類及び銘柄 投資口数等 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

証券投資信託受益証券 万口 50,000  528

小計 万口 50,000  528

投資有価証
券 

その他有
価証券  

海外証券投資ファンド 万ＵＳドル 100  151

小計 万ＵＳドル 100  151

計  －  680
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（注）1．有形固定資産の当期増加額25百万円の主な要因は、サーバの増強に伴う費用（5百万円）などによるものです。

2．有形固定資産の当期減少額241百万円の主な要因は、店舗統廃合に伴う除却及び兵庫県に保有していた土地及び

建物を売却したことなどによるものです。  

3．無形固定資産の当期増加額628百万円の主な要因は、インターネット取引関連のシステム開発費用324百万円、

新商品取扱い対応へのシステム開発や法令・税制・制度改正に伴うシステム開発費用286百万円などによるもの

であります。 

  

  

（注）（ ）内書きは１年以内の償還予定額であります。 

  

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産               

建物  729 5 192 542  316  17 226

器具備品  449 20 12 457  378  35 78

土地  385 －  36 348  －  － 348

有形固定資産計  1,564 25 241 1,348  695  53 652

無形固定資産               

ソフトウェア  843 628 0 1,471  687  191 783

電話加入権  34 － － 34  10  0 24

無形固定資産計  878 628 0 1,505  697  191 808

長期前払費用  114 9 0 123  96  23 27

【社債明細表】

銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

第１回無担保社債 

㈱泉州銀行保証付及び 

適格機関投資家限定 

平成年月日 

16.7.30 

 

 

50

(50)
 －  0.91 なし 

平成年月日 

21.7.30 

合計  －
 

 

50

(50)
 －  －  －  －
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 （注）「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替えによるものであります。  

         ２．金融商品取引責任準備金の「当期減少額（その他）」は、積立限度超過額の取崩しによるものでありま

す。  

【借入金等明細表】

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金  2,400  2,400  0.82  －

１年以内に返済予定の長期借入金  －  －  － － 

１年以内に返済予定のリース債務  －  －  － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）  －  －  － － 

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）  －  －  － － 

その他有利子負債         

信用取引借入金  7,989  15,508  0.97  －

合計  10,389  17,908  －  －

【引当金明細表】

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金（注）１  426  286  55  370  286

賞与引当金  153  130  153  －  130

金融商品取引責任準備金（注）２  365  －  －  58  306
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① 資産の部 

イ．現金・預金 

ロ．預託金 

ハ．信用取引資産 

 （注）１．信用取引に基づく顧客の買付代金の総額であります。 

２．信用取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金であります。 

３．信用取引により金融商品取引業者に差し入れている借証券担保金であります。 

  

（２）【主な資産及び負債の内容】

区分 金額（百万円） 

現金  7

預金   

当座預金  9,732

郵便貯金  44

振替口座  132

普通預金   178

定期預金   365

別段預金  2

小計  10,454

計  10,462

区分 金額（百万円） 

顧客分別金信託  42,314

顧客区分管理信託  1,000

ＣＦＤ信託   100

金融先物取引業協会預託金   7

その他   2

計  43,424

区分 相手先 金額（百万円） 

信用取引貸付金（注）１ －  30,378

小計 －  30,378

信用取引借証券担保金 

日本証券金融株式会社（注）２  1,904

大阪証券金融株式会社（注）２  42

ヤマゲン証券株式会社（注）３  0

小計 －  1,947

計 －  32,325
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② 負債の部 

イ．信用取引負債 

 （注）１．信用取引にかかる証券金融会社からの借入金であります。 

２．信用取引にかかる金融商品取引業者からの借入金であります。 

３．信用取引に基づく顧客の売付代金の総額であります。 

ロ．預り金 

 （注）１．顧客からの有価証券売付代金等の一時的な預り金であります。 

２．顧客から受け入れた募集または売出しの取扱いに係る株式、債券及び証券投資信託の受益証券の払込金であ

ります。 

３．顧客、役員、従業員等から徴収した譲渡益税、源泉所得税等であります。 

４．その他一時的な預り金であります。 

ハ．受入保証金 

 （注）１．顧客から信用取引の委託保証金として受け入れた現金であります。 

２．顧客から先物取引の委託証拠金として受け入れた現金であります。 

３．顧客から外国為替証拠金取引の委託証拠金として受け入れた現金であります。 

４．顧客からＣＦＤ取引の委託証拠金として受け入れた現金であります。  

  

区分 相手先 金額（百万円） 

信用取引借入金 

日本証券金融株式会社（注）１  14,463

大阪証券金融株式会社（注）１  1,042

ヤマゲン証券株式会社（注）２  2

小計 －  15,508

信用取引貸証券受入金（注）３ －  6,221

小計 －  6,221

計 －  21,729

区分 金額（百万円） 

顧客からの預り金（注）１  19,458

募集等受入金（注）２  26

預り税金（注）３  211

その他（注）４  7

計  19,704

区分 金額（百万円） 

信用取引受入保証金（注）１  16,055

先物取引受入証拠金（注）２  1,993

外国為替証拠金取引受入証拠金（注）３  583

ＣＦＤ取引受入証拠金（注）４   38

計  18,671
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当事業年度における四半期情報 

（３）【その他】

  

第１四半期 

自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日 

第２四半期 

自平成21年７月１日 

至平成21年９月30日 

第３四半期 

自平成21年10月１日 

至平成21年12月31日 

第４四半期 

自平成22年１月１日

至平成22年３月31日

営業収益（百万円）  1,759  1,561  1,382  1,301

純営業収益（百万円）  1,664  1,478  1,300  1,224

税引前四半期純利益（△は

税引前四半期純損失）（百

万円） 

 178  △44  △122  △246

四半期純利益（△は四半期

純損失）（百万円） 
 166  △50  18  △696

１株当たり四半期純利益金

額（△は１株当たり四半期

純損失金額）（円） 

 6.86  △2.09  0.77  △28.68
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（注）  当社定款の定めにより、当会社の単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。 

①会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利 

  

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 100株 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 

（特別口座）  

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 

（特別口座） 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 ────── 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 なし 
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当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 

事業年度（第70期）（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）平成21年６月25日関東財務局長に提出 

（２）内部統制報告書及びその添付書類 

平成21年６月25日関東財務局長に提出  

（３）四半期報告書及び確認書 

（第71期第１四半期）（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）平成21年８月13日関東財務局長に提出 

（第71期第２四半期）（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）平成21年11月12日関東財務局長に提出 

（第71期第３四半期）（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）平成22年２月５日関東財務局長に提出 

（４）四半期報告書の訂正報告書及び確認書 

平成21年11月11日関東財務局長に提出  

（第71期第１四半期）（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及び

その確認書であります。 

（５）臨時報告書 

平成22年４月16日関東財務局長に提出  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。 

平成22年５月25日関東財務局長に提出  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（吸収分割）の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成22年６月30日関東財務局長に提出  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書で

あります。 

（６）臨時報告書の訂正報告書 

平成22年６月２日関東財務局長に提出  

平成22年５月25日提出の臨時報告書（吸収分割）に係る訂正報告書であります。 

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

２【その他の参考情報】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

77



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

平成２１年６月２４日

岩 井 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる岩井証券株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第７０期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩井証

券株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  

＜内部統制監査＞  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、岩井証券株式会社の平成２１

年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告

書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明すること

にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。  

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評

価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討するこ

とを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

当監査法人は、岩井証券株式会社が平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。  
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 

 （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

  京 都 監 査 法 人 

    
指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 桑  木     肇  印 

        

    
指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 加  地     敬  印 

        

  



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

平成２２年６月２９日

岩 井 証 券 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

＜財務諸表監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている岩井証券株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第７１期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基
礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基
礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、岩井
証券株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ
ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 
１．重要な後発事象にコスモ証券株式会社の子会社化についての記載がある。 
２．重要な後発事象に会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更に関する事項についての記載がある。 

  
＜内部統制監査＞  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、岩井証券株式会社の平成２
２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制
報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明す
ることにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができな
い可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部
統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がない
かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統
制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検
討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。 

当監査法人は、岩井証券株式会社が平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 
１．内部統制報告書の付記事項にコスモ証券株式会社の子会社化についての記載がある。 

２．内部統制報告書の付記事項に会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更に関する事項についての記載が

ある。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 

 （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
る形で別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

  京 都 監 査 法 人 

    
指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 中  村     源  印 

        

    
指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 加  地     敬  印 

        

  



  

  

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30日 

【会社名】 岩井証券株式会社 

【英訳名】 Iwai Securities Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  沖津 嘉昭 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

【縦覧に供する場所】 岩井証券株式会社 東京支店 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目９番４号） 

岩井証券株式会社 橿原支店 

（奈良県橿原市新賀町235番６号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



代表取締役社長沖津嘉昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審

議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査

に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係

る内部統制を整備及び運用しています。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を

合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の

記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

   

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行われており、

評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 

本評価においては、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った

上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において

は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、

当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま

した。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範

囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し

ており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範

囲を合理的に決定しました。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の営業収益の金額が高い拠点か

ら合算していき、前事業年度の営業収益の概ね２／３に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として委託手数料、トレーディン

グ損益、金融収益、金融費用、信用取引資産及び信用取引負債に至る業務プロセスを評価の対象としました。さ

らに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の

発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている

事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に

追加しています。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし

た。 

  

事業年度の末日後、企業価値の向上を目的として、コスモ証券株式会社の全株式を取得し、子会社化しまし

た。この子会社化は、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 

また、事業年度の末日後、当社の営む証券営業及びコンプライアンス業務を100％子会社である「岩井証券設立

準備会社」に、バックオフィス事業を100％孫会社である「コスモエンタープライズ株式会社」に、また、100％

子会社である「コスモ証券株式会社」の資産等管理事業を当社に、それぞれ吸収分割の方法により承継させるこ

とを取締役会において決議し、当該吸収分割に係る吸収分割契約をそれぞれ締結し、持株会社体制へ移行するこ

と及び「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号を変更することを決定しました。この持株会社体制への

移行は、翌期以降の当社の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３【評価結果に関する事項】

４【付記事項】

５【特記事項】



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30日 

【会社名】 岩井証券株式会社 

【英訳名】 Iwai Securities Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  沖津 嘉昭 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

【縦覧に供する場所】 岩井証券株式会社 東京支店 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目９番４号） 

岩井証券株式会社 橿原支店 

（奈良県橿原市新賀町235番６号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



 当社代表取締役沖津嘉昭は、当社の第71期（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）の有価証券報告書の記載

内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




